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「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関す

る法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン（案）」 

に関するパブリックコメント手続の実施結果について 

１ 概要 

近年、本邦外出身者であることを理由として、我が国の地域社会から排除することを煽動す

る不当な差別的言動が、全国的に社会問題化しており、本市においても、ヘイトスピーチデモ

が行われてきました。このたび、ヘイトスピーチが行われないための方策の一つとして、本市

施設の利用申請に対して適切な判断ができるよう、利用制限の検討・判断を行う際に拠るべき

基準とする「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン（以下「ガイドライン」といいます。）（案）」

を取りまとめ、市民の皆様から御意見を募集しました。 

その結果、９２２通（意見総数２，０５３件）の御意見をいただきましたので、その内容と

それに対する本市の考え方を次のとおり公表します。 

２ 意見募集の概要 

題名 「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に

関する法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン（案）」

について

意見の募集期間 平成２９年６月２０日（火）から平成２９年７月１９日（水）まで

意見の提出方法 電子メール、ファックス、郵送、持参

募集の周知方法 ・市政だより（平成２９年７月１日号掲載）

・市ホームページ

・紙資料の閲覧

結果の公表方法 ・市ホームページ

・紙資料の閲覧

かわさき情報プラザ、公文書館、各区役所市政資料コーナー、

支所・出張所、図書館（本館・分館）、市民館（本館・分館）、

市民文化局人権・男女共同参画室

かわさき情報プラザ、公文書館、各区役所市政資料コーナー、

支所・出張所、図書館（本館・分館）、市民館（本館・分館）、

市民文化局人権・男女共同参画室

資料 １
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３ 結果の概要 

４ 御意見の内容と対応 

ガイドライン（案）の内容に対する御意見として、全国に先がけた取組であると評価する意

見や一刻も早い策定を求める意見など、本案の趣旨に沿った意見が多く寄せられましたが、一

方で、憲法違反である等ガイドライン策定に反対する意見や、今回の意見募集の趣旨・範囲と

は異なる意見なども寄せられました。

また、ガイドラインの内容の明確化を求める意見があったことから、一部文言を加除修正し、

ガイドラインを策定します。

【対応区分】 

Ａ：御意見を踏まえ、案を加筆・修正するもの

 Ｂ：御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえ取組を推進するもの 

 Ｃ：今後取組を進める中で参考とするもの 

 Ｄ：案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

 Ｅ：その他（今回の意見募集の趣旨・範囲と異なる御意見） 

【意見の件数と対応区分】

項 目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）ガイドラインの策定や趣旨に関する

こと 
34 449  670  1,153 

（２）ガイドライン（案）の定義・対象に

関すること 
19   130  149 

（３）ガイドライン（案）の利用制限に関

すること 
 19 6 125  150 

（４）ガイドライン（案）の審査・判断に

関すること 
1 59 5 150  215 

（５）その他  36  18 332 386 

合 計 54 563 11 1,093 332 2,053 

具体的な意見の内容と市の考え方については、次ページ以降を御参照ください。 

意見提出数（意見数） ９２２通 （２，０５３件） 

（内訳） 電子メール ８２７通 （１，８６０件） 

ファックス ８１通   （１６９件） 

郵送 ９通    （１２件） 

持参 ５通    （１２件） 
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５ 具体的な意見の内容と市の考え方 

（１）ガイドラインの策定及び趣旨に関すること 

①ガイドラインの趣旨について 

意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

1 

ガイドライン（案）を支持する。大

いに賛成する。高く評価する。ガイド

ラインが必要である。 

（同様意見ほか１６３件） 

公の施設においてヘイトスピーチが行われ

ないよう、各施設の所管組織が、各施設の設

置・管理条例における利用制限の検討・判断を

行う際に拠るべき基準を明確にするため、本ガ

イドラインを策定する必要があると考えてい

ます。 

本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｂ 

2 

川崎市の断固たる姿勢を支持する。

全国に先駆けた取組は素晴らしい。川

崎市に敬意を表する。多文化共生に取

り組んでいる川崎市を誇りに思う。 

 （同様意見ほか３６件） 

3 

行政機関が人権被害を未然に防ぐ

ことに賛成する。人権を守る上で重要

である。 

（同様意見ほか３６件） 

4 

他の自治体のモデルケースとして

素晴らしい取組である。日本全国に良

い効果が波及することを願う。素晴ら

しい取組を全国に発信し続けてほし

い。 

（同様意見ほか１０２件） 

5 

公の場でのヘイトスピーチは規制

するべき。公共施設の利用を制限する

のは当然のことである。 

（同様意見ほか３１件） 

6 

ヘイトスピーチを伴う行為を規制

することに賛成する。事前にある程度

の規制が必要である。 

（同様意見ほか８件） 

※本とりまとめ結果における「ヘイトスピーチ」とは、原則として「本邦外出身者に対する不当な 

差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律（以下「ヘイトスピーチ解消法」という。） 

第２条に定める不当な差別的言動をいいます。したがって 

  ①対象が「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住

するもの」であること 

  ②「差別的意識を助長し又は誘発する目的」を有すること 

  ③「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として」いること 

  ④「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する」ものであること 

以上、４つの要件を満たすものとしています。

※「言動要件」とは、当該施設利用において、不当な差別的言動の行われるおそれが客観的事実に 

照らして具体的に認められる場合で、「迷惑要件」とは、その者等に施設を利用させると他の利 

用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的事実に照らして明白な場合をいいます。 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

7 

憲法に違反しない範囲で利用制限

が課せられることに整合性があると

思う。 

公の施設においてヘイトスピーチが行われ

ないよう、各施設の所管組織が、各施設の設

置・管理条例における利用制限の検討・判断を

行う際に拠るべき基準を明確にするため、本ガ

イドラインを策定する必要があると考えてい

ます。 

本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｂ 

8 

一刻も早くガイドラインを制定し

てほしい。 

（同様意見ほか１２１件） 

 本ガイドライン策定後、所要の手続等のため

の準備期間及び一定の周知期間が必要と考え

ており、適切な運用に向け、早急に取組を進め

てまいります。 

Ｄ 

9

ガイドラインを積極的に実行して

ほしい。実行力のある規制になること

を期待している。ヘイトスピーチ減少

のきっかけとなる。権限と誇りを持っ

て対処してほしい。 

（同様意見ほか８件） 

公の施設においてヘイトスピーチが行われ

ないよう、各施設の所管組織が、各施設の設

置・管理条例における利用制限の検討・判断を

行う際に拠るべき基準を明確にするため、本ガ

イドラインを策定する必要があると考えてい

ます。 

 各施設の所管組織と情報の共有・調整を行い

ながら、公の施設においてヘイトスピーチが行

われないよう、本ガイドラインに基づき適正な

取組を推進してまいります。 

Ｂ 

10 

ヘイトスピーチに反対である。ヘイ

トスピーチがなくなることを願う。全

国にヘイトスピーチ撲滅の動きが起

こってほしい。 

（同様意見ほか２８件） 

 本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

本ガイドラインにより、ヘイトスピーチを許

さないという本市の姿勢を明確に示すことで、

ヘイトスピーチの抑止が図られるものと考え

ておりますので、今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｂ 

11 

ヘイトスピーチをする人も何かし

らの理由があってのことだと思うの

で、その人達の考えも考慮しながら進

めてほしい。 

（同様意見ほか２件） 

 特定の民族や国籍の人々を地域社会から排

除することを煽動するヘイトスピーチが行わ

れることは、深刻な問題と考えております。 

本市では、「川崎市人権施策推進基本計画」

に掲げる「あらゆる差別の撤廃と人権侵害の防

止」という基本理念に基づき人権施策を総合的

に推進してまいります。 

Ｄ 

12 

ヘイトスピーチが起きる原因を考

えるべき。日本人は、好きでやってい

るわけではない。 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

13 

表現・言論の自由の侵害である。集

会・言論の自由を保障する憲法に違反

する。言論弾圧だ。 

（同様意見ほか９５件） 

ヘイトスピーチ解消法の制定により、ヘイト

スピーチは許されないという国の意思が明確

に示されました。 

本市でも、法の趣旨を踏まえ、公の施設にお

いてヘイトスピーチが行われないよう、各施設

の所管組織が、各施設の設置・管理条例におけ

る利用制限の検討・判断を行う際に拠るべき基

準を明確にするため、本ガイドラインを策定す

る必要があると考えています。 

本市が、公の施設の利用を制限する場合に

は、表現の自由に対する過度の制約にならない

よう、本ガイドラインに基づき、適切な運用を

進めてまいります。 

Ｄ 

14 

日本人への言論弾圧である。日本人

に対する差別である。日本国民のみに

不利益を課すのはやめてほしい。法の

下の平等に反する行為である。 

（同様意見ほか４７件） 

ヘイトスピーチ解消法第２条において、「本

邦外出身者に対する不当な差別的言動」が定義

されていますが、法律案に対する附帯決議で

は、同法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態

の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に

鑑み、適切に対処されることとされています。 

本市としても、同法の趣旨を踏まえ、適切な

対応をしてまいります。 

Ｄ 

15 

特定の民族だけ優先的に人権が守

られるのは、おかしい。 

（同様意見ほか３件） 

16 

日本人へのヘイトスピーチも取り

締まるべきである。 

（同様意見ほか２８件） 

17 

ガイドライン策定に反対である。ガ

イドラインは不必要。撤回すべき。よ

く検討してほしい。川崎市の取組に反

対である。 

（同様意見ほか８２件） 

ヘイトスピーチ解消法の制定により、ヘイト

スピーチは許されないという国の意思が明確

に示されました。 

本市でも、法の趣旨を踏まえ、公の施設にお

いてヘイトスピーチが行われないよう、各施設

の所管組織が、各施設の設置・管理条例におけ

る利用制限の検討・判断を行う際に拠るべき基

準を明確にするため、本ガイドラインを策定す

る必要があると考えています。 

本ガイドラインにより、ヘイトスピーチを許

さないという本市の姿勢を明確に示すことで、

ヘイトスピーチの抑止のための取組を進めて

まいります。 

Ｄ 

18 

罰則規定を設けないヘイトスピー

チ解消法の趣旨に反する。規制すべき

でない。 

（同様意見ほか１８件） 

②ガイドライン策定の目的について 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

19 

市民の安全と尊厳を守り、人権被害

を未然に防ぐという市の姿勢を明確

に示してほしい。 

（同様意見ほか２６件） 

 御意見を踏まえ、本市としては、ヘイトスピ

ーチの解消が多文化共生社会の推進につなが

ると考え、１頁 １ 目的に、「本ガイドライン

を策定し、多文化共生社会を推進していくもの

である。」と追加しました。 

A 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

20 

１頁 １ 目的に、「本ガイドライン

の運用に当たっては、表現の自由その

他の日本国憲法の保障する自由と権

利を不当に侵害することのないよう

に留意しなければならない。」とある

が、留意は不要である。 

（同様意見ほか１件） 

 御意見を踏まえ、本市としては、権利を侵害

することがあってはならないと考え、１頁 １ 

目的の最下段の「留意」を削除しました。 

A 

21 

策定の目的は、憲法上の価値を保護

することにあると明記すべきである。 

（同様意見ほか４件） 

御意見を踏まえ、本市としては、法令遵守を 

重要と考え、１頁 ２ 経緯（１）本市の基本的

立場に、「ア 憲法及び法令を尊重遵守しなけ

ればならない。表現の自由等の人権について、

その安易な規制は避けなければならない。」を

追加しました。 

Ａ 

22 

ガイドライン策定の目的は、人種差

別の根絶にあることを明記してほし

い。 

（同様意見ほか３件） 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

「川崎市人権施策推進基本計画」に掲げる

「あらゆる差別の撤廃と人権侵害の防止」とい

う基本理念に基づき、今後も人権施策を総合的

に推進してまいります。 

Ｄ 

23 

「人種差別を助長し、又は煽動する

ことを認めない」という文言を付加し

てほしい。 

 ヘイトスピーチ解消法第２条に定める差別

的言動の定義に「差別的意識を助長し又は誘発

する目的」が明記されています。同法の制定に

より、そこに定められた差別的言動は許されな

いと国の意思が明確に示されました。 

 法の趣旨を踏まえ、本ガイドラインに基づき

ヘイトスピーチ対策の取組を推進してまいり

ます。 

Ｄ 

24 

ヘイトスピーチを目的とする集会

を制限するのは地方公共団体の役割

であることを目的に明記すべき。 

（同様意見ほか１件） 

 ヘイトスピーチ解消法第４条第２項におい

て、地方公共団体の責務が示されています。 

 法の趣旨を踏まえ、本ガイドラインに基づき

ヘイトスピーチ対策の取組を推進してまいり

ます。 

Ｄ 

25 

「人種差別撤廃条約」など国際条約

を含めるべき。 

 ヘイトスピーチ解消法成立時の衆参両議院

の法務委員会による附帯決議において、同法の

趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別

の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、ヘイト

スピーチに対し適切に対処されることとされ

ています。 

 本ガイドラインの「４ 定義」において、「ヘ

イトスピーチ解消法成立時の附帯決議につい

ても特段の配慮の上、適切に対処すべきであ

る。」と明記しておりますことから、本ガイド

ラインに基づき着実に取組を進めてまいりま

す。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

26 

地方自治体が差別を許さない姿勢

を示すことが必要。ヘイトスピーチは

許されるものではないことを明確に

示してほしい。 

（同様意見ほか３件） 

特定の民族や国籍の人々を地域社会から排

除することを煽動するヘイトスピーチが行わ

れることは、深刻な問題と考えております。 

多文化共生のまちづくりを進めてきた本市

として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢

を明確に示すとともに、多文化共生について理

解を深めるため、人権教育、人権意識の啓発活

動を推進してまいります。 

Ｂ 

27 

川崎市の強い意志を示してほしい。

市の考え方を周知することが必要で

ある。 

（同様意見ほか１件） 

③ヘイトスピーチの規制について 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

28 

ヘイトスピーチの規制を強化して

ほしい。ヘイトスピーチの根絶を望

む。毅然とした厳しい対策を取ってほ

しい。罰則を与える規定を作ってほし

い。 

（同様意見ほか８１件） 

ヘイトスピーチ解消法の制定により、ヘイト

スピーチは許されないという国の意思が明確

に示されました。本ガイドラインは同法の趣旨

を踏まえて策定されるものであり、ヘイトスピ

ーチを許さないという本市の姿勢を明確に示

すことにより、その抑止が図られるものと考え

ております。 

ヘイトスピーチの解消に向けて、引き続き

様々な対策を推進してまいります。 

Ｄ 

29 

ヘイトスピーチを行う、または過去

に行った団体には公共施設の利用を

許可しないでほしい。ヘイトスピーチ

をする蓋然性が高い個人・団体に施設

を貸さないのが当然。差別主義団体な

どの公共施設の利用に反対。 

（同様意見ほか６７件） 

ヘイトスピーチは許されるものではありま

せんが、本市が、公の施設の利用制限を行う場

合には、表現の自由に対する過度の制約になら

ないようにしなければなりません。 

各施設の所管組織が、利用申請に対する判断

を行う際には、申請者・団体側のインターネッ

トでの情報発信等や活動歴等を勘案の上、総合

的に判断するために、必要な情報収集に努める

など、本ガイドラインに基づき、適切な運用を

進めてまいります。 

Ｄ 

30 

ヘイトスピーチを行う団体の指

定・登録をすべきである。 

（同様意見ほか３件） 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

憲法で保障された表現の自由等にも十分配

慮しながら、ヘイトスピーチ解消法第２条が定

める言動に対し必要な措置を講じ、ヘイトスピ

ーチの抑止のための取組を進めてまいります。 

Ｄ 
31 

差別を煽動する目的であれば、公共

施設の利用を許可しない措置を取る

べきである。 

（同様意見ほか２件） 

32 

特定の団体のデモや集会を規制す

ることに反対である。ヘイトとレッテ

ル貼りするのは、おかしい。 

（同様意見ほか１件） 

33 

神奈川県警と連携し、公共施設だけ

でなく、道路も使用禁止にすべきであ

る。宣言をしてほしい。 

（同様意見ほか２２件） 

 道路の使用許可等については、集会、集団行

進及び集団示威運動に関する県の条例等に基

づき、神奈川県公安委員会が判断するものです

が、ヘイトスピーチ対策については、適切な取

組を進めてまいります。 

Ｄ 

34 
デモ街宣でヘイトスピーチを現認

した場合は即やめさせるべきである。 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

35 

ガイドラインだけでは施設を利用

できないに過ぎず、差別煽動を目的と

したデモを禁止することはできない

のではないか。 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のであり、本ガイドラインにより、道路で行わ

れるデモを禁止することはできません。 

 道路の使用許可については、集会、集団行進

及び集団示威運動に関する県の条例に基づき、

神奈川県公安委員会が判断するものですが、ヘ

イトスピーチ対策については、適切な取組を進

めてまいります。 

Ｄ 

④表現の自由について 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

36 

人の心を傷つけるヘイトスピーチ

は、決して「表現の自由」のもとで守

られる権利ではない。 

（同様意見ほか６４件） 

人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、

個人の尊厳を傷つけ、差別的意識を助長又は誘

発するヘイトスピーチは許されるものではあ

りませんが、憲法で保障されている表現の自由

との関係から、ヘイトスピーチに該当するかど

うかは、個々の事例ごとに慎重に判断される必

要があるものと考えています。 

各施設でヘイトスピーチが行われないよう、

本ガイドラインに基づき、適切に運用してまい

ります。 

Ｄ 

37 

許されないヘイトスピーチと認め

なければならない表現の自由はきっ

ちり分けるべき。 

（同様意見ほか４件） 

38 

「表現の自由」その他憲法の保障す

る自由と権利の侵害に配慮されてい

ることに賛同する。 

（同様意見ほか１３件） 

ヘイトスピーチは、許されるものでありませ

んが、憲法で保障されている表現の自由への配

慮も大変重要と考えております。 

利用制限の判断に当たっては、慎重に判断

し、適正に運用してまいります。 
Ｂ 

39 

憲法が保障する集会や表現の自由

を侵す恐れがあるので、表現の自由に

は十分配慮すべき。 

（同様意見ほか７件） 

40 

表現の自由を脅かすカウンターデ

モについても市の施設を貸すべきで

ない。 

（同様意見ほか１件） 

本ガイドラインは、公の施設における利用制

限の検討・判断を行う際の拠るべき基準として

策定するものです。 

施設利用許可の判断に当たっては、施設管理

者が、各施設の設置・管理条例等に基づき、適

正に運用してまいります。 

Ｄ 

41 

ヘイトスピーチと言われている言

動は反日本国言動に対しての批判の

言動であり、決して差別的言動ではな

い。 

ヘイトスピーチ解消法第２条に「本邦外出身

者に対する差別的意識を助長し又は誘発する

目的で公然とその生命、身体、事由、名誉若し

くは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦

外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外に

ある国又は地域の出身であることを理由とし

て、本邦外出身者を地域社会から排除すること

を煽動する不当な差別的言動をいう。」とヘイ

トスピーチの定義が明記されています。 

本市としても、同法の趣旨を踏まえ、ヘイト

スピーチが行われないよう、様々な取組を進め

てまいります。 

Ｄ 



9 

（２）ガイドライン（案）の定義・対象に関すること 

①不当な差別的言動の定義について  
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

42 

対象を適法居住者に限定すべきで

ない。「適法に居住する」は不要であ

る。法を犯している人を差別している

ように感じる。 

（同様意見ほか７件） 

ヘイトスピーチ解消法第２条に「専ら本邦の

域外にある国若しくは地域の出身である者又

はその子孫であって適法に居住するもの（以下

この条において「本邦外出身者」という。）に

対する差別的意識を助長し又は誘発する目的

で公然とその生命、身体、事由、名誉若しくは

財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出

身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由として、本

邦外出身者を地域社会から排除することを煽

動する不当な差別的言動をいう。」と定義され

ており、本ガイドラインにおける不当な差別的

言動の定義については、ヘイトスピーチ解消法

の定義に従って定めております。 

本市としては、憲法及び法令遵守を基本的な

考え方としており、ヘイトスピーチ解消法成立

時の衆参両議院の法務委員会による附帯決議

などにも特段の配慮の上、適切に対処してまい

ります。 

Ｄ 

43 

「本邦外出身者」に限定せず、日本

人を含む社会におけるマイノリティ

全員を対象にするべき。ヘイトスピー

チ解消法にとらわれず、可能な限り、

対象を拡大すべきである。 

（同様意見ほか４件） 

44 

不当な差別的言動の４つの要件を

満たさなくても規制すべきである。 

（同様意見ほか４件） 

45 

不当な差別的言動の定義があいま

いである。不当な差別的言動は、何を

指すのか明確にすべき。判断する基準

を明確にすべき。何がヘイトに当たる

のか、人によって考え方が違う。 

（同様意見ほか２９件） 

 本市として、憲法及び法令遵守を基本的な考

え方としており、本ガイドラインについては、

ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえて策定

しています。 

 ヘイトスピーチに該当するか否かについて

は、事案ごとに状況・文脈に応じて個別具体的

に判断される必要があると考えています。 

Ｄ 

46 

ヘイトスピーチの定義における「地

域社会からの排除、差別」という要件

が非常に曖昧かつ不明瞭である。恣意

的な言論規制に使用される可能性が

大きい。 

47 

２頁に掲載の例示への侮辱罪に関

する判例を追加することを提案する。 

本ガイドラインは、各施設の所管組織が、各

施設の設置・管理条例に基づき利用制限を検

討・判断する場合の拠るべき基準として策定す

るものです。 

他の法律の要件に該当する場合には、当該法

律が適用されます。 

Ｄ 

48 

公職選挙法の適用を受ける選挙運

動等の判断については、公職選挙法だ

けでなくヘイトスピーチ解消法にも

基づいて行うと明記してほしい。 

（同様意見ほか２４件） 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。  

また、本ガイドラインは選挙運動等について

のものではなく、当該部分は注意的な記載に過

ぎません。個人演説会等の選挙運動での施設利

用につきましては、各施設の所管組織が、公職

選挙法に基づき適切に判断してまいります。

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

49 

選挙運動等においても不当な差別

的言動は許されない。ガイドライン案

では「同法に基づいて判断」との一文

を削除すべきである。 

仮に上記の文章を残す場合には、以

下の文言を追加すべきである。 

「なお、選挙運動等においても、「不

当な差別的言動」が許されないことは

当然のことである。」 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。  

また、本ガイドラインは選挙運動等について

のものではなく、当該部分は注意的な記載に過

ぎません。個人演説会等の選挙運動での施設利

用につきましては、各施設の所管組織が、公職

選挙法に基づき適切に判断してまいります。

Ｄ 

②対象について 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

50 

「これ（公の施設）以外の本市の施

設」がどのような施設を意味するの

か、また、対象外となる施設も明記し

てほしい。 

（同様意見ほか１８件） 

本ガイドラインで対象としている施設は、地

方自治法第２４４条第１項に定める「公の施

設」（指定管理者制度導入施設を含む。）であっ

て本市の設置・管理条例で定めるものです。「こ

れ（公の施設）以外の本市の施設」とは、例え

ば「川崎市総合自治会館」のように、普通財産

として貸し付けており、管理運営を委託してい

るようなケースを想定しています。 

Ｄ 

51 

「これ（公の施設）以外の本市の施

設」の判断に関して、「必要があると

考える」は不要で「判断する」として

ほしい。 

（同様意見ほか１８件） 

御意見を踏まえ、より本市の考え方を明確化

するため、２頁 ３ 対象の最下段の「必要があ

るものと考える。」を削除し、「施設の設置・管

理者が適切に判断する。」と修正しました。 

Ａ 

52 

「公の施設」は、誰もが利用できる

権利がある。利用制限するべきでな

い。 

（同様意見ほか１件） 

「公の施設」とは、「普通地方公共団体が、

住民の福祉を増進する目的をもってその利用

に供するために設ける施設」をいい（地方自治

法第244条第１項）、「正当な理由がない限り、

住民が公の施設を利用することを拒んではな

らない」とし（同条第 2 項）、さらに、「住民

が公の施設を利用することについて、不当な差

別的取り扱いをしてはならない」（同条３項）

と規定されています。 

ただし、公の施設に関するそれぞれの設置・

管理条例は、予め不許可にできる場合を定めて

おり、本ガイドラインは、既存条例の規定の解

釈・運用基準を示すものです。 

利用許可の判断に当たっては、本ガイドライ

ンに基づき、適切な運用を進めてまいります。 

Ｄ 

53 

「公の施設」に限定せず、すべての

施設を対象とすべき。 

（同様意見ほか６件） 

 本ガイドラインでは、対象を「公の施設」と

していますが、これ以外の本市の施設に関して

も、ガイドラインの対象となる施設に準じて、

ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、各施設

の所管組織が設置・管理条例に基づく施設管理

権の行使により適切に対応してまいります。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

54 

市民館など屋内施設の利用制限は

すべきでない。 

（同様意見ほか１１件） 

 本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のですが、当該施設の性質・形態を考慮する必

要があると考えています。 

 市民館の会議室のように閉鎖型で個々に独

立した形態の施設と公園等の屋外施設とは状

況が異なりますので、当該施設の性質・形態を

勘案した上で、各施設の所管組織が設置・管理

条例に基づく施設管理権の行使により適切に

対応してまいります。 

Ｄ 

55 

市民館など屋内施設も利用制限す

べき。 

（同様意見ほか１件） 

56 

公道も対象とすべき。街頭でのヘイ

トスピーチも禁止する条項を盛り込

むべき。 

（同様意見ほか８件） 

 道路の使用許可については、神奈川県の公安

条例に基づき、神奈川県公安委員会が適正に判

断するものと考えおり、本ガイドラインに盛り

込むべき内容ではないと考えています。 

 ヘイトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、本ガ

イドラインに基づきヘイトスピーチ対策の取

組を推進してまいります。 

Ｄ 

57 

ヘイトスピーチによって在日コリ

アンの方々に悪影響を及ぼす場所で

の使用は許可すべきでない。 

（同様意見ほか１件） 

本ガイドラインは、公の施設であって本市の

設置・管理条例で定めるものを対象とするもの

ですが、これ以外の施設についてはヘイトスピ

ーチ解消法の趣旨を踏まえ、施設等の管理者が

適切に判断する必要があると考えております。 

Ｄ 

58 

子どもに視点を向けて考えてほし

い。児童が通う学校や、その通学路、

学生がよくいる図書館などの子ども

が多くいると思われる公の施設は基

本的に許可を出さないようにしてい

くべきである。 

 本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のですが、当該施設の性質・形態を考慮する必

要があると考えています。 

 施設利用許可の判断に当たっては、施設管理

者が各施設の設置・管理条例に基づき適正に判

断してまいります。 

Ｄ 
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（３）ガイドライン（案）の利用制限に関すること 

①利用制限の考え方 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

59 

その申請者が過去に他地方自治体

にてヘイトスピーチを行っていたと

しても、初回の利用許可申請時に関し

ては原則必ず許可すべきである。その

理由として利用不許可措置がやはり

「表現の自由」を抑制する措置である

以上、第三者委員会において不許可相

当の判断が下されたとしても、１度は

利用機会を与えるべきだからである。 

本ガイドラインは、ヘイトスピーチが行われ

る可能性の度合いにより、「警告」「条件付き許

可」「不許可」「許可の取消し」といった４段階

の利用制限を行うことができることとしてい

ます。 

そのうち「言動要件」に加え、「迷惑要件」

を満たすと判断された場合は、「不許可」「許可

の取消し」を行うことができるとしています。

その判断に当たっては、恣意的にならないよ

う、第三者機関から事前に意見聴取を行い、慎

重に判断してまいります。 

Ｄ 

60 

ヘイトスピーチを行っている個人

または団体へは、暴力団排除条例に準

ずる措置をすること。 

ヘイトスピーチは許されないものではあり

ますが、公の施設はできる限り多くの市民の皆

様に利用していただくための施設であること

から、利用制限を行うに当たっては、憲法で保

障された表現の自由の過度の制限に及んでは

ならないと考えています。その利用制限の判断

に当たっては、慎重に対応してまいります。 

なお、暴力団排除条例については、「暴力団

員による不当な行為の防止等に関する法律」で

指定された個人や団体を対象とするものであ

り、準ずるためにはその法的根拠が必要である

と考えます。 

Ｄ 

61 

５ 「公の施設の利用制限に関する

基本指針」（１）「利用制限の考え方」

の、「表現の自由に対する過度の制約

にならないよう配慮しなければなら

ない。」とあるが、「配慮」を取るべき。

「配慮」が含まれていると、「配慮」

すれば「過度の制約」をしても良いと

の誤解を与える可能性があるため。 

ヘイトスピーチは許されないものではあり

ますが、公の施設はできる限り多くの市民の皆

様に利用していただくための施設であること

から、利用制限を行うに当たっては、憲法で保

障された表現の自由の過度の制限に及んでは

ならないと考えております。 

本ガイドラインは、公の施設における利用制

限を行う際の拠るべき基準を明確にしたもの

であることから、本ガイドラインに基づき適切

に運用してまいります。 

Ｄ 

62 

利用制限の考え方について、「表現

の自由に対する過度の制約にならな

いよう配慮しなければならない。」は

とても分かりにくく基準が曖昧であ

る。どこまでが表現の自由なのか検討

すべきである。 

（同様意見ほか３件） 

 ヘイトスピーチ解消法の制定により、ヘイト

スピーチは許されないものと明確にされ、法務

省が実施した「ヘイトスピーチに関する実態調

査」では、一般的にヘイトスピーチと指摘され

ることが多い３つの類型を示しています。 

本ガイドラインにおいても、この３類型を参

考として示すとともに、様々な表現活動におけ

る判断については、どのような言動がヘイトス

ピーチ解消法第 2 条に定める「不当な差別的

言動」に該当するかは、事案ごとに状況・文脈

に応じて個別具体的に判断される必要がある

と明記しております。 

Ｄ 
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②利用制限の種類について 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

63 

公の施設の利用許可の申請に対し

て、表現の自由を考慮した上で「警

告」「条件付き許可」「不許可」「許可

取消し」と 4 つの項目を設けたこと

は差別的言動の解消のための初めて

の参照基準ができたといえる。これ

によってヘイトスピーチから市民を

守ることが出来るものと考える。 

（同様意見ほか１２件） 

 本ガイドラインは、ヘイトスピーチが行わ

れる可能性の度合いにより、「警告」「条件付

き許可」「不許可」「許可の取消し」の４段階

の利用制限を行うことができることとし、そ

の判断方法や手続などを示したものです。 

本ガイドラインの適切な運用により、ヘイ

トスピーチの抑止が図られるものと考えてお

ります。 

Ｂ 

64 

利用制限に関する手続についても

どのような過程を踏んだうえで施設

の利用の可否を判断するかといった

ことが丁寧に書かれていてよい。 

（同様意見ほか１件） 

本ガイドラインは、ヘイトスピーチが行わ

れる可能性の度合いにより、「警告」「条件付

き許可」「不許可」「許可の取消し」といった

４段階の利用制限を行うことができることと

し、そのうち「不許可」「許可の取消し」につ

いては「言動要件」に加え、「迷惑要件」を満

たすと判断されるときに限って行うことがで

きるとしております。 

さらに、「不許可」、「許可の取消し」の判断

に当たっては、判断及び手続の公正性・公平

性・透明性を担保するため、第三者機関から

事前に意見聴取を行い、慎重に判断してまい

ります。 

Ｂ 

65 

公の施設の利用許可の申請に対し

て、「警告」「条件付き許可」「不許可」

「許可取消し」と 4 つの項目を設け

ているが、不許可などの決断をする

に当たり、どのように運用されるの

か具体的に分かりやすく説明すべき

である。 

（同様意見ほか４件） 

本ガイドラインは、ヘイトスピーチが行わ

れる可能性の度合いにより、「警告」「条件付

き許可」「不許可」「許可の取消し」といった

４段階の利用制限を行うことができるとし、

そのうち「不許可」「許可の取消し」について

は「言動要件」に加え、「迷惑要件」を満たす

と判断されるときに限って行うことができる

と基準を示し、さらに、判断及び手続の公正

性・公平性・透明性を担保するため、第三者

機関から事前に意見聴取を行うこととしてい

ます。 

実際の運用に当たっては、様々な事案に対

しても、この基準により適切に運用できるも

のと考えております。 

Ｄ 

66 

規制基準はかなり厳格かつ明確で

限られた範囲のものにならざるをえ

ない。 

 不許可処分については、「言動要件」に加え、

「迷惑要件」を満たすと判断されるときに限

って行うことができるとしています。また、

表現の自由の制約が過度にわたることがない

よう、慎重に運用してまいります。 

Ｂ 

67 

「警告」「条件付き許可」「不許可」

「許可の取消し」を行った個人や団

体については、その氏名や団体名を

公表するなど、制裁の面を強化して

ほしい。それが難しければ、市が上

記処分を行った際は、処分を行った

ことを公表する仕組みを設けてほし

い。 

本ガイドラインでは、利用制限を行った場

合は、その処分内容等につき、適時公表する

こととしております。 

Ｂ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

68 

警告は行政指導である以上、あく

までも相手方の任意又は合意を前提

として行政目的を達成しようとする

ものであり、差別的な発言をしよう

とする者は、警告が突きつけられた

からといって差別的発言を止めると

は思えないので、効力を発揮しない

と思う。 

（同様意見ほか１件） 

ヘイトスピーチが行われる可能性の度合い

により利用制限を 4 段階で行うこととしてお

り、警告は、その可能性が高くはないがある

と判断された場合に行うものです。 

また、警告は文書で行うとしており、一定

の抑止になるものと考えております。 

Ｄ 

69 

行政指導の一環として警告を発す

ることができるとしているが、少し

でも可能性が感じられた場合は不許

可にするべきだと思う。 

ヘイトスピーチが行われる可能性の度合い

により、「警告」「条件付き許可」「不許可」「許

可の取消し」といった４段階の利用制限を行

うことができることとし、そのうち「不許可」

「許可の取消し」については「言動要件」に

加え、「迷惑要件」を満たすと判断されるとき

に限って行うことができるとしております。 

公の施設はできる限り多くの市民の皆様に

利用していただくための施設であることか

ら、利用制限を行うに当たっては、憲法で保

障された表現の自由の過度の制限に及んでは

ならないと考えています。さらに「不許可」「許

可の取消し」の判断に当たっては、判断及び

手続の公正性・公平性・透明性を担保するた

め、第三者機関から事前に意見聴取を行い、

慎重に判断してまいります。 

Ｄ 

70 

「条件付き許可」について、不当

な差別的言動が行われる可能性が高

いが、具体的に明らかとまでは言え

ない場合に、「ヘイトスピーチ解消法

が定める不当な差別的言動を行わな

いこと」といった条件を付した上で

許可処分を行うことができるとして

いるが、不当な差別が行われる可能

性が高いことが最初から把握できて

いるのなら、最初から不許可にして

もいいのではないかと感じた。 

（同様意見ほか２件） 

71 

自治体が、ヘイトスピーチを許せ

ば、ヘイトスピーチにお墨付きを与

えることになる。憎悪を煽る行為は、

社会の平和を脅かす行為、暴力であ

るから、禁止されなければならず、

不許可にすべきで、条件付き許可は

必要ない。 

72 

差別的発言のおそれがある団体の

公の施設利用に関して、当日のリハ

ーサル等を行わせ、配布資料等の提

出および検閲をする。 

公の施設はできる限り多くの市民の皆様に

利用していただくための施設であることか

ら、利用制限を行う場合には、憲法で保障さ

れた表現の自由や集会の自由に対する過度の

制限に及んではならないものと考えます。 

各施設の所管組織が、利用申請に対する判

断を行う際には、申請者・団体側のインター

ネットでの情報発信等や活動歴等を勘案の

上、総合的に判断するために、必要な情報収

集に努めるなど、本ガイドラインに基づき、

適切な運用を進めてまいります。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

73 

「条件付き許可」をした団体がそ

れを守らなかった場合は、以降の許

可をしないとか罰則を設けるなど強

い対応の検討してほしい。 

（同様意見ほか５件） 

 各施設の所管組織は、申請の都度「ヘイト

スピーチの行われるおそれが客観的な事実に

照らして具体的に認められる場合」に該当す

るか否かの判断をするに当たり、その該当性

が利用申請書等の記載から明らかでない場合

は、申請者・団体側の情報発信（告知内容）

等を確認するほか、申請者・団体の性質及び

活動歴等も勘案の上、各施設の設置・管理条

例に基づき、総合的に判断してまいります。 

「条件付き許可」を受けた団体がそれを守

らなかった事実については、次回同様の申請

があった場合、総合的判断を行う際の判断要

素の1つになるものと考えます。 

Ｄ 

74 

公の施設の利用制限は「警告」及

び「条件付き許可」が限界であり、

それが、憲法及びヘイトスピーチ対

策法の主旨にかなうものである。 

（同様意見ほか４件） 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイ

トスピーチが行われないよう、各施設の所管

組織が、各施設の設置・管理条例における利

用制限の検討・判断を行う際に拠るべき基準

とするもので、ヘイトスピーチが行われる可

能性の度合いにより、「警告」「条件付き許可」

「不許可」「許可の取消し」といった４段階の

利用制限を行うこととしております。

このうち「不許可」「許可の取消し」につい

ては「言動要件」に加え、「迷惑要件」を満た

すと判断されるときに限って行うことができ

るとし、その適用については、憲法で保障さ

れた表現の自由や集会の自由に対する過度の

制限に及んではならないものと考えておりま

す。 

Ｄ 

75 

この利用制限の考え方における

「警告」と「条件付き許可」はあま

り効果がなく、ガイドラインの説明

ではすり抜けのための理由になって

しまうので、許可するのであれば無

くても良いと思う。少しでも疑わし

いのなら、それはヘイトスピーチで

あるという疑いを持ちながら判断す

べきだと思う。 

（同様意見ほか２件） 

76 

警告をした上で条件付き許可をす

べきであると考える。 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイ

トスピーチが行われないよう、各施設の所管

組織が、各施設の設置・管理条例における利

用制限の検討・判断を行う際に拠るべき基準

とするもので、ヘイトスピーチが行われる可

能性の度合いにより、「警告」「条件付き許可」

「不許可」「許可の取消し」といった４段階の

利用制限を行うこととしております。 

「警告」は、各施設の所管組織において、

ヘイトスピーチが行われる可能性が高くはな

いがあると判断された場合に行うこととし、

「条件付き許可」は、ヘイトスピーチが行わ

れる可能性が高いが、具体的に明らかとまで

は言えない場合に行うこととしています。 

Ｃ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

77 

憲法でも表現の自由は保障されて

いるが、このガイドラインでは事前

に規制がされるということだ。事前

規制もどこまで憲法にかかわってい

るのか。検閲の禁止も憲法で保障さ

れている。どこまで調べて不許可に

するのかなどが明確でなく疑問だ。 

ヘイトスピーチが行われる可能性の度合い

により、「警告」「条件付き許可」「不許可」「許

可の取消し」といった４段階の利用制限を行

うことができることとしていますが、公の施

設はできる限り多くの市民の皆様に利用して

いただくための施設であることから、利用制

限を行う場合には、憲法で保障された表現の

自由や集会の自由に対する過度の制限に及ん

ではならないものと考えます。 

なお、「不許可」、「許可の取消し」について

は、「言動要件」と「迷惑要件」を満たす場合

に限って行うことができるとするとともに、

判断及び手続の公正性・公平性・透明性を担

保するため、第三者機関から事前に意見聴取

を行い、慎重に判断してまいります。

Ｄ 

78 

「不許可」「許可の取消し」につい

ては、言動要件及び迷惑要件の両方

を満たす必要があるが、一方のみの

場合どのような対応となるのか明記

してほしい。 

また、言動要件は満たすが、迷惑

要件は満たさない場合(逆も含む)に

ついての明確化してほしい。 

ヘイトスピーチが行われる可能性の度合い

により、「警告」「条件付き許可」「不許可」「許

可の取消し」といった４段階の利用制限を行

うことができることとし、そのうち「不許可」

「許可の取消し」については「言動要件」に

加え、「迷惑要件」を満たすと判断されるとき

に限って行うことができるとしております。 

したがって、「言動要件」のみの場合は、ヘ

イトスピーチが行われる可能性の度合いによ

り「警告」又は「条件付き許可」の対応にな

ります。 

なお、「迷惑要件」のみの場合は、施設管理

者が、本来の施設管理権を適切に行使するこ

とになります。 

Ｄ 

79 

公共施設の使用が不許可となった

団体や許可を出したあとで実際に公

共施設でヘイトスピーチが行われた

場合などは、その後の活動について

調査する必要がある。 

（同様意見ほか２件） 

各施設の所管組織は、申請の都度「ヘイト

スピーチの行われるおそれが客観的な事実に

照らして具体的に認められる場合」に該当す

るか否かの判断をするに当たり、各施設の設

置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いりますので、前回の使用実績については、

次回申請時に、総合的判断を行う際の判断要

素の1つになるものと考えます。 

Ｄ 

80 

申請者の過去の言動を理由に不許

可とすることは、前科者に烙印を押

して差別するのと同じであり、基本

的人権を侵害する。 

最高裁判例によれば、不許可とす

る迷惑要件は、放火、爆破事件など

明白な危険がある場合であって、言

論のみによって規制することは憲法

違反である。 

（同様意見ほか１件） 

ヘイトスピーチ解消法により、ヘイトスピ

ーチは許されないものとされましたが、公の

施設はできる限り多くの市民の皆様に利用し

ていただくための施設であることから、利用

制限を行う場合には、憲法で保障された表現

の自由の過度の制限に及んではならないと考

えております。 

「不許可」、「許可の取消し」の判断に当た

っては、判断及び手続の公正性・公平性・透

明性を担保するため、第三者機関から事前に

意見聴取を行い、慎重に判断してまいります。 

Ｂ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

81 

「警告」「条件付き許可」に関して、

それぞれ警告文、条件文の例が示さ

れているが、来年３月末の施行を待

たずにすみやかに申請書類に明記

し、周知を図るべきである。 

（同様意見ほか４件） 

 本ガイドラインの施行に関わらず、各施設

の所管組織が、各施設の設置・管理条例に定

める施設管理権の行使に当たり、必要に応じ

て対応してまいります。 
Ｃ 

③「言動要件」「迷惑要件」について 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

82 

ヘイトスピーチにおける問題は「深

刻な人権侵害」であり、「危険の発生」

まで条件が及ぶ必要はなく、ヘイトス

ピーチ解消法に照らしても、迷惑要件

は不要と考える。 

公の施設の利用制限に関する基本方

針の中の「不許可」「許可の取消」要

件として、「迷惑要件」を削除してほ

しい。 

（同様意見ほか４０件） 

地方自治法第244条第2項は「普通地方公

共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の

施設を利用することを拒んではならない。」と

定めています。「正当な理由」に該当するかど

うかは、個別具体的に判断することになります

が、一般的には、利用に当たり使用料を払わな

い場合、利用者が予定人員を超える場合、その

者に利用させると他の利用者に著しく迷惑を

及ぼす危険があることが明白な場合、その他施

設の利用に関する規程に違反して利用しよう

とする場合は「正当な理由」に該当すると解さ

れています。 

また、同条第3項は「普通地方公共団体は、

住民が公の施設を利用することについて、不当

な差別的取扱いをしてはならない。」と定めて

います。「不当な差別的取扱い」に該当するか

どうかも、個別具体的に判断することになりま

すが、一般的には、利用に当たり、信条、性別、

社会的身分、年齢等により、合理的な理由なく

利用を制限し、あるいは使用料を減額する等は

「不当な差別的取扱い」に該当すると解されて

います。 

以上のことから、「言動要件」に加え「迷惑

要件」を設定しています。 

Ｄ 
83 

このガイドラインには昨年川崎市

人権施策推進協議会の提言にはなか

った「その者などに施設を利用させる

と他の利用者に著しく迷惑を及ぼす

危険のあることが客観的な事実に照

らして明白な場合（迷惑要件）」が入

っているが、これはヘイトスピーチに

苦しむ市民の尊厳を守るとしたこれ

までの姿勢とかけ離れたものである

と言わざるを得ない。この部分につい

ては削除すべきである。 

（同様意見ほか１件） 

84 

ガイドラインはヘイトスピーチ解

消法に基づくものと位置付けられて

いるのであるから、解消法の認定する

重大な害悪を防ぐ目的に照らし、言動

要件があれば利用制限すべきであり、

この要件と別に「他の利用者に著しく

迷惑を及ぼす」ことを要件として加重

すべきではない。 

（同様意見ほか３件） 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

85 

ガイドライン案では「不許可」「許

可の取消し」の場合には、「言動要件」

のほかに、「迷惑要件」が必要とされ

ており、「迷惑要件」を判断するに当

たっては、「他の利用者」という表現

や会議室の場合は「他の利用者の迷惑

自体が想定し難い」と書かれているこ

とから、公共施設を利用する者が施設

内で直接ヘイトスピーチを見聞きす

ることを想定していると思われるが、

施設内で直接ヘイトスピーチを見聞

きするものの人権侵害のみを考慮す

るのは狭すぎるので、迷惑要件は不要

で、削除すべきと考える。 

（同様意見ほか１件） 

地方自治法第244条第2項は「普通地方公

共団体は、正当な理由がない限り、住民が公の

施設を利用することを拒んではならない。」と

定めています。「正当な理由」に該当するかど

うかは、個別具体的に判断することになります

が、一般的には、利用に当たり使用料を払わな

い場合、利用者が予定人員を超える場合、その

者に利用させると他の利用者に著しく迷惑を

及ぼす危険があることが明白な場合、その他施

設の利用に関する規程に違反して利用しよう

とする場合は「正当な理由」に該当すると解さ

れています。 

また、同条第3項は「普通地方公共団体は、

住民が公の施設を利用することについて、不当

な差別的取扱いをしてはならない。」と定めて

います。「不当な差別的取扱い」に該当するか

どうかも、個別具体的に判断することになりま

すが、一般的には、利用に当たり、信条、性別、

社会的身分、年齢等により、合理的な理由なく

利用を制限し、あるいは使用料を減額する等は

「不当な差別的取扱い」に該当すると解されて

います。 

以上のことから、「言動要件」に加え「迷惑

要件」を設定しています。 

Ｄ 

86 

「迷惑」「公共の安全」の用語の意

味はあいまいであり、市民の人権保障

の観点ではなく、権力的な秩序維持の

観点から解釈される危険性がある。そ

の点からも迷惑要件を付すのは不適

切と考える。 

（同様意見ほか２件）

87 

迷惑要件について、利用者に迷惑を

及ぼす可能性が低い、例えば防音がき

ちんとできたり、「離れ」のような会

議室など、閉鎖型の形態の場合は、差

別的集会を行うことも可能になって

しまうので、利用を認めるべきではな

い。 

（同様意見ほか２件） 

 市民館等の閉鎖型で個々に独立した形態の

場合で、かつ参加者が特定又は少数の場合は他

の利用者の迷惑自体を想定することは難しい

と考えますが、各施設の所管組織において「言

動要件」と「迷惑要件」に該当すると判断した

ときには、不許可とすることができるとしてい

ます。 

 なお、不許可の判断に当たっては、判断及び

手続の公正性・公平性・透明性を担保するため、

第三者機関から事前に意見聴取を行い、慎重に

判断してまいります。 

Ｄ 

88 

ヘイトスピーチは小さな会議室で

行なわれる場合でも、インターネット

上の生中継か、少なくとも youtube 

などの録画サイトへの投稿が行われ

ることが通常であることから、市民が

ネット上でヘイトスピーチに遭遇し

て人格権が侵害され、差別が広がる危

険性がある。 

「他の利用者の迷惑自体が想定し

難い」として、ヘイトスピーチによる

人権侵害の対象を施設内で直接見聞

きすることによる被害に限定するの

は不適切と考える。 

（同様意見ほか４件） 

インターネット上の映像については、生中継

しているかどうかは、実際に会議室に立ち入ら

ないと確認できません。しかし、強制的に立ち

入って監視することは、適切でないと考えま

す。 

各施設の所管組織が、利用申請に対する判断

を行う際には、申請者・団体側のインターネッ

トでの情報発信等や活動歴等を勘案の上、総合

的に判断するために、必要な情報収集に努める

など、本ガイドラインに基づき、適切な運用を

進めてまいります。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

89 

「各施設の所管組織が「その者等に

施設を利用させると他の利用者に著

しく迷惑を及ぼす危険のあることが

客観的な事実に照らして明白な場合

（迷惑要件）」に該当するという判断

をするに当たっては」とある部分は、

「・・・他の利用者に著しい危険を及

ぼすことが客観的な事実に照らして

明白な場合（危険要件）」とすべきで

ある。 

（同様意見ほか１３件） 

 地方自治法第244条第２項に言う「正当な

理由」につき、その者に利用させると他の利用

者に著しく迷惑を及ぼす危険があることが明

白な場合等が該当すると解されていることか

ら、「迷惑要件」を設定しています。 

Ｄ 

90 

迷惑要件は泉佐野市民会館事件の

判例を踏まえていると考えるが、泉佐

野市事件の判例は、差別感情に基づく

表現行為ではなく、暴力を伴う危険な

行為を行う恐れがあったからこそ迷

惑要件が必要とされたのであって、ヘ

イトスピーチの事前規制の根拠にす

るのは適切ではない。 

（同様意見ほか４件） 

本ガイドラインの策定に当たっては、憲法適

合性の観点から、最高裁判例を踏まえる必要が

あり、利用制限のうち、「不許可」「許可の取消」

は、憲法で保障する集会・表現の自由に対する

最も重大な制約となるものであることから、不

許可処分を行う要件として、「言動要件」に加

え「迷惑要件」を定めたものです。 

泉佐野市民会館事件は、「公の施設の使用不

許可処分」が合憲とされた最高裁判例であるこ

とから、当然に踏襲されなければならない判例

と考えております。 

Ｄ 

91 

施設利用許可後、迷惑行為が発覚し

た場合、以後の施設利用禁止や法に基

づいた罰則金の支払い、時には逮捕も

ありうるなど、民事・刑事制裁を定め

ておくと抑止力にもなると思う。 

（同様意見ほか６件） 

ヘイトスピーチ解消法では、ヘイトスピーチ

は許されないものと宣言しておりますが、禁止

規定や罰則規定はありません。 

各施設の所管組織は、申請の都度、各施設の

設置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いりますので、過去の使用実績については、次

回申請時に、総合的判断を行う際の判断要素の

1つになるものと考えます。 

なお、法律に違反する行為を行った場合に

は、当然、当該法律が適用されることになりま

す。 

Ｄ 
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（４）ガイドライン（案）の審査・判断に関すること 

①第三者機関に関すること 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

92 

第三者機関を設置することに賛成

である。 

（同様意見ほか１２件）  

 「不許可」「許可の取消し」の判断に当た

っては、恣意的な判断を避けるしくみとし

て第三者機関の設置が必要であると考えて

います。 

Ｂ 

93 

第三者機関の委員を恣意的な判断

にならないよう公正・慎重に選んでい

ただきたい。 

（同様意見ほか８件） 

 第三者機関における審議の公正性・公平

性を担保するという観点から、委員の選定

を慎重かつ厳正に行ってまいります。 
Ｂ 

94 

第三者機関の人数は大阪市ヘイト

スピーチ審査会にならって人数は少

なくとも 5 人とし、被害当事者とマ

イノリティの人権問題に詳しい学識

者、弁護士を必ず入れてほしい。 

（同様意見ほか２４件） 

 大阪市ヘイトスピーチ審査会は、大阪市

ヘイトスピーチへの対処に関する条例に基

づき、事後的にヘイトスピーチ該当性の審

査等を行うために設置された機関であり、

例えば、標準処理期間内に処理しなければ

ならないなどの厳しい時間的な制約が存す

る等、状況の異なる本市の制度にそのまま

適合するわけではありません。しかし、審

議の公正性・公平性を担保することが必要

である点は変わるところがありません。ま

た、第三者機関は、専門的知見を有する専

門家により構成することが適当であると考

えており、委員の選定を慎重かつ厳正に行

ってまいります。 

Ｄ 

95 

第三者機関の委員は５人とし、その

構成として①憲法研究者等、表現の自

由の問題について専門的知見を有す

る者、②国際人権法研究者等、人種

的・民族的・国籍的少数者の人権の問

題について専門的知見を有する者、③

行政法研究者等、行政手続について専

門的知見を有する者」という文言を加

えるべきである。 

（同様意見ほか１件） 

第三者機関については、審議の公正性・

公平性を担保することが必要と考えており

ます。また、第三者機関は、専門的知見を

有する専門家により構成することが適当で

あると考えており、委員の選定を慎重かつ

厳正に行ってまいります。 
Ｄ 

96 

被害当事者、マイノリティの人権問

題に詳しい学識者、弁護士に加え、国

連人権委員会が推薦する者を加える

などして、国際基準に準拠した対策を

めざして頂きたい。 

第三者機関については、審議の公正性・

公平性を担保することが必要と考えており

ます。また、第三者機関は、専門的知見を

有する専門家により構成することが適当で

あると考えており、委員の選定を慎重かつ

厳正に行ってまいります。 Ｄ 

97 

第三者機関の人数及び構成は、複数

人で構成するべきであり、かつ、その

構成員について、神奈川県弁護士会が

推薦する弁護士を必ず入れることと

し、かつ、マイノリティに属する者を

必ず加えることが必要である。 

98 

第三者機関についてガイドライン

上にもう少し詳細に記してほしい。 

（同様意見ほか５件） 

 第三者機関については、条例で設置され

た市長の附属機関である川崎市人権施策推

進協議会の下に部会として新設いたしま

す。今後、運営等に関する規程等を別途定

めて公表いたします。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

99 

「第三者機関」である法人と構成員

の名称を明らかにして下さい。 

（同様意見ほか２件） 

 第三者機関については、条例で設置され

た市長の附属機関である川崎市人権施策推

進協議会の下に部会として新設いたしま

す。委員につきましては、決定次第、公表

いたします。 

Ｄ 

100 

「第三者機関」が「川崎市人権施策

推進協議会の下に部会として設置す

る」となっていることは公平性を欠

く。 

川崎市人権施策推進協議会は、人権擁護

のために必要な事項に関して調査審議を行

う附属機関であり、学識者、公募市民等か

ら構成されています。 

第三者機関については、審議の公正性・

公平性を担保することが必要と考えてお

り、委員の選定を慎重かつ厳正に行ってま

いります。 

Ｄ 

101 

一般国民の中から無作為に委員を

多数依頼してネットで意見を聞いた

方がよい。 

（同様意見ほか２件） 

 本市の手続上、標準処理期間内に処理し

なければならないという厳しい時間的な要

請に応えきれるか等課題があることから、

事前に選定された、専門的知見を有する専

門家により構成する第三者機関が、各施設

の所管組織からの依頼に基づき、その判断

の当否を審議することとしています。 

Ｄ 

102 

市民オンブズマン、あるいは人権オ

ンブズパーソンをその第三者機関と

することは可能か。 

 市民オンブズマン及び人権オンブズパー

ソンは共に根拠条例によって所掌範囲が定

められており、設置目的等も異なります。 

第三者機関については、附属機関として

設置してまいります。 

Ｄ 

103

委員の意見が全員一致でない場合

については取扱いが明記されていな

い。全員一致でない場合にも、委員た

ちの意見を参考にすべきことを明確

にすべきである。 

（同様意見ほか３件） 

 委員の意見が全員一致でない場合、多様

に分かれた意見のうち、どの意見を参考に

するかは、各施設の設置・管理条例に定め

る施設管理権に基づき、最終判断を行う所

管組織に委ねられるべきものと考えていま

す。 

Ｄ 

104 

本邦外出身者により構成された委

員会を設立すべきである。 

 第三者機関については、審議の公正性・

公平性を担保する必要があることから、専

門的知見を有する専門家により構成する必

要があるものと考えています。 

なお、各施設の所管組織や第三者機関が、

総合的判断をするに当たり、必要と判断す

れば、参考人のヒアリング等を実施いたし

ます。 

Ｄ 

105 

選任に当たっては、公募枠を設ける

こと。 

 第三者機関については、専門的知見を有

する専門家により構成することが適当であ

ると考えており、公募の予定はありません。 

Ｄ 

106

許可の場合の「異議申し立て」にも、

第三者機関は関与すべきである。 

 処分についての不服申し立てについて

は、誰がどのような場合にどのような手続

で行えるか等について、行政不服審査法（平

成26年法68）に定められており、同法の

適用除外事項に該当しない限り、それに従

うことになります。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

107 

第三者機関の委員の選定において、

差別は女性に対して複合差別という

形で、男性よりも深刻に現れることか

らジェンダーバランスも考慮してほ

しい。 

 本市では「審議会委員等への女性の参加

促進要綱」において女性比率が定められて

おりますことから、委員の選定に当たりま

してはジェンダーバランスを考慮してまい

ります。 

Ｂ 

108 

第三者機関からの意見聴取や段階

的な判断方法を掲示してはいるが、い

ずれも関係者の主観が入ることは否

めない。 

 第三者機関については、全員一致で「言

動要件」及び「迷惑要件」に該当すると判

断をした場合、各施設の所管組織は、第三

者機関の意見及び表現の自由等の重要性を

総合的に斟酌して、各施設の設置・管理条

例に基づき、最終判断を行います。 

判断に当たっては、表現の自由その他の

日本国憲法の保障する自由と権利を不当に

制限することのないよう留意し、適切に運

用してまいります。 

Ｄ 

109 

第三者機関における認定方法が曖

昧である。 

 第三者機関は、申請書の他、各施設の所

管組織が当該判断に至った資料等を併せて

提出させるとともに、必要があると認める

ときは、所管課、申請者等に意見書又は資

料の提出を求めること及び事実を述べさせ

ること等その他必要な調査を行い、審議し

ます。運営等に関しては別途規程を定め、

公表いたします。 

Ｄ 

110 

いかに第三者の目線から見るかが、

重要である。 

本ガイドラインは、ヘイトスピーチが行

われる可能性の度合いにより、４段階の利

用制限を行うことができることとし、その

うち「不許可」「許可の取消し」については

「言動要件」に加え、「迷惑要件」を満たす

と判断されるときに限って行うことができ

るとしております。 

さらに、「不許可」、「許可の取消し」の判

断に当たっては、判断及び手続の公正性・

公平性・透明性を担保するため、第三者機

関を設置することとしています。委員の選

定に当たっては、慎重かつ厳正に行ってま

いります。 

Ｂ 

111 

同一部会が常に審査を行うことは

審査の平等性については利点といえ

るが、マンネリ化がすすみ、不許可の

決定が増えていってしまう。 

 表現の自由等の重要性に鑑み、専門的知

見を有する専門家により構成する第三者機

関については、全員一致で「不許可」の判

断をした場合、ガイドラインに定める要件

等に照らし、適切に判断していただきます。

なお、最終判断は、各施設の所管組織が、

各施設の設置・管理条例に基づき適切に行

ってまいります。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

112

第三者機関の公平性・不偏性を誰か

ら見ても分かるように示すには、どの

ような方法を用いるのか疑問である。 

（同様意見ほか１件） 

 専門的知見を有する専門家により構成す

る第三者機関については、審議の公正性・

公平性を担保することが必要であると考え

ております。そうした観点から、委員の選

定を慎重かつ厳正に行うとともに、本ガイ

ドラインに基づき、適切に判断、運用して

まいります。さらに、運用状況等について、

公表してまいります。 

Ｄ 

113 

必要に応じて、諮問のための委員会

を設けたり、柔軟な姿勢もあるとよ

い。 

 第三者機関は、必要があると認めるとき

は、所管課、申請者等に意見書又は資料の

提出を求めること及び事実を述べさせるこ

と等その他必要な調査を行います。さらな

る意見聴取のための委員会等の新設は予定

していません。 

Ｄ 

114 

第三者機関で審議するので待て、と

言われて実質許可が出るまで利用が

延期ということにならないか。 

 各施設の所管組織が、各施設の設置・管

理条例に定める施設管理権に基づき適切に

判断してまいります。 

Ｄ 

115 

許可を取る手続に時間が掛かりす

ぎる。 

（同様意見ほか１件） 

116 
施設の使用申請から判断を下すま

での期間に制限を設けるべきである。 

117 

施設申し込みをあえて直前にして

くるという手口が考えられ、後手に回

ってしまわないか心配である。 

118 

施設の設置・管理者あるいは「第三

者機関」の構成メンバーによっては、

恣意的に判断を下されるおそれがあ

る。 

（同様意見ほか１件） 

 第三者機関については、全員一致で「言

動要件」及び「迷惑要件」に該当すると判

断をした場合、各施設の所管組織は、第三

者機関の意見及び表現の自由等の重要性を

総合的に斟酌して、各施設の設置・管理条

例に基づき、最終判断を行います。 

判断に当たっては、表現の自由その他の

日本国憲法の保障する自由と権利を不当に

制限することのないよう留意し、適切に運

用してまいります。 

また委員の選定については慎重かつ厳正

に行ってまいります。 

Ｄ 

119 

基準が客観的でなく、市職員(また

は指名任命等、住民が主体的に選択で

きない有識者含む。)の裁量に委ねら

れること、または拡大解釈されるおそ

れがあることなど、恣意的な運用の懸

念がある。 
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②基準・要件に関すること 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

120 

どのような言動がヘイトスピーチ

に当たるかを判断し規制するかは大

変難しく、予め明白な基準を示してお

くべきである。 

（同様意見ほか５件） 

ヘイトスピーチ解消法第２条に「専ら本邦の

域外にある国若しくは地域の出身である者又

はその子孫であって適法に居住するもの（以下

この条において「本邦外出身者」という。）に

対する差別的意識を助長し又は誘発する目的

で公然とその生命、身体、事由、名誉若しくは

財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出

身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある

国又は地域の出身であることを理由として、本

邦外出身者を地域社会から排除することを煽

動する不当な差別的言動をいう。」と定義され

ており、本ガイドラインにおける不当な差別的

言動の定義については、ヘイトスピーチ解消法

の定義に従って定めております。 

Ｄ 

121 

どのように総合的に判断するのか。

そもそもヘイトスピーチが行われる

前にそのような具体的判断をするこ

とは困難である。 

（同様意見ほか１件）

 各施設の所管組織は「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断に

当たっては、その該当性が利用申請書等の記載

から明らかでない場合は、申請者・団体側の情

報発信（告知内容）等を確認するほか、申請者・

団体の性質及び活動歴等も勘案の上、各施設の

設置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いります。 

Ｄ 

122 

厳しい定義基準が定められており、

恣意的な運用も難しく、慎重な仕組み

になっており評価できる。 

（同様意見ほか３件） 

 表現の自由等の制約が過度にわたることが

ないよう、慎重に運用してまいります。 

Ｂ 

123 

表現の自由その他の日本国憲法の

保障する自由と権利を不当に侵害し

ない程度に厳しく判断を行っていた

だきたい。 

124 

主観的なおそれや抽象的な危険の

可能性では不許可にできないという

基準では、個別具体的な運用が難し

い。 

Ｄ 

125 

十分な情報を集め、検討・判断をす

るためにかける日数や人員を明示し

てほしい。 

（同様意見ほか１件） 

 事務処理等は、各施設の所管組織が定めてお

り、施設ごとに異なります。 
Ｄ 

126 

「（３）判断方法」に関して、外部

からの情報提供も活用する旨を明記

すべきである。 

（同様意見ほか１２件） 

 外部からの情報提供の具体的な取扱いにつ

いては、各施設の所管組織の判断に委ねていま

す。 
Ｄ 

127 

「（３）判断方法」に関して、「反対

する側も含めて広く情報発信を注視

する」という文言を「ア」の中に盛り

込んではどうか。 

（同様意見ほか１件） 

 ガイドライン（３）アの「勘案の上、総合的

に判断」に「反対する側も含めて広く情報発信

を注視する」ことも含まれると考えておりま

す。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

128 

「（３）判断方法」エにあげられた

「例えば、」は閉鎖型だったらヘイト

やむなしとも読めてしまうことから

削除すべきである。 

（同様意見ほか１件） 

 「例えば、公園等の屋外施設の場合には、他

の利用者の迷惑については想定しやすいが、市

民館の会議室のように閉鎖型で個々に独立し

た形態の場合には、参加者が特定又は少数の場

合は他の使用者の迷惑自体が想定し難い。」は

例示であり、個別具体的な状況に応じて、各施

設の所管組織において、各施設の設置・管理条

例に定める施設管理権に基づき、適切に判断し

てまいります。 

Ｄ 

129 

（１）申請書によるケースと（２）

ふれあいネットでの申請では審査の

過程が、後者が前者に比べ大きく簡略

化されている。 

（２）ふれあいネットは、市民の利便性を考

慮して構築された自動予約システムであり、そ

もそも簡易化された手続設計がされています。 

（１）申請書によるケースと重複している箇

所を（２）ふれあいネットによるケースの「⑥」

と省略しておりますので、簡略しているように

見受けられたものと考えますが、審査の過程は

同様です。 

Ｄ 

130 

申請者、申請団体が過去どのような

活動を行ってきたのか、どのような発

信をしているのか総合的に判断する

必要がある。 

 具体的な申請ごとに、各施設の所管組織にお

いて適切に総合的な判断を行います。 

 公の施設はできる限り多くの市民の皆様に

利用していただくための施設であることから、

利用制限を行うに当たっては、憲法で保障され

た表現の自由の過度の制限に及んではならな

いと考えています。「不許可」の判断に当たっ

ては、判断及び手続の公正性・公平性・透明性

を担保するため、第三者機関から事前に意見聴

取を行い、慎重に判断してまいります。 

Ｂ 

131 

申請内容に拘わらず、申請者の過去

の言動を理由に使用不許可とするこ

とは、前科者に烙印を押して差別する

ことと同じで、憲法に定めた基本的人

権を侵害している。 

本ガイドラインでは、申請者の過去の言動だ

けを理由に不許可とする要件設定はしていま

せん。 

憲法で保障された表現の自由等にも十分配

慮しながら、ヘイトスピーチ解消法第２条が定

める言動に対し、必要な措置を講じ、ヘイトス

ピーチの抑止のための取組を進めてまいりま

す。 

Ｄ 

132 

利用申請した団体及び代表者及び

団体の内部者が、過去に本邦外出身者

に対する不当な差別的言動の解消に

向けた取組の推進に関する法律に定

める言動を行っていたか、事実の有無

を確認し、有れば「不許可」とし、無

ければ原則として「許可」すべきであ

る。 

 （同様意見ほか３件） 

 不許可処分については、「言動要件」に加え、

「迷惑要件」を満たすと判断されるときに限っ

て行うことができるとしています。過去の事実

の有無は、その総合的判断の一要素になると考

えますが、「不許可」「許可の取消し」の判断に

当たっては、判断及び手続の公正性・公平性・

透明性を担保するため、第三者機関から事前に

意見聴取を行い、慎重に判断してまいります。 

Ｄ 

133 

第三者機関見解に加えて、許可・不

許可についての判断は市民の意見も

積極的に聞き入れる必要がある。 

 （同様意見ほか２件） 

 判断は標準処理期間内等に行わなければな

らないという強い時間的な制約がありますの

で、各施設の所管組織は、申請ごとに、第三者

機関の意見及び表現の自由等の重要性を総合

的に斟酌して、各施設の設置・管理条例に基づ

き、適切に最終判断を行ってまいります。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

134 

客観的な判断よりも、市民の安全と

尊厳が守れるかどうかで、個別案件を

判断してほしい。 

（同様意見ほか１件） 

 不許可処分については、表現の自由その他の

日本国憲法が保障する自由・権利を不当に侵害

しないために、「言動要件」に加え「迷惑要件」

を満たすと判断されるときに限って行うこと

ができるとしています。 

 「不許可」、「許可の取消し」の判断に当たっ

ては、判断及び手続の公正性・公平性・透明性

を担保するため、第三者機関から事前に意見聴

取を行い、慎重に判断してまいります。 

Ｄ 

135 

主観的にならずに客観的、具体的に

判断を下してほしい。 

Ｂ 

136 

過去の経歴に関してはＳＮＳ等で

の発言や差別落書きなどにも拡大し

た方がよい。 

公の施設は、できる限り多くの市民の皆様に

利用していただくための施設であることから、

利用制限を行うに当たっては、憲法で保障され

た表現の自由の過度の制限に及んではならな

いと考えており、「不許可」「許可の取消し」の

判断に当たっては、判断及び手続の公正性・公

平性・透明性を担保するため、第三者機関から

事前に意見聴取を行い、慎重に判断することと

しています。 

各施設の所管組織において、総合的な判断を

するに当たり必要な情報収集に努めてまいり

ます。 

C 

137 

新しい団体が利用申請をしてきた

際には、過去の活動はないことから、

関係する個人の活動も調査対象とす

べきである。 

138 

公共の施設を利用するだけで詳細

に言論や思想を調査されることに違

和感を覚える。 

各施設の所管組織において、判断に必要な範

囲でお尋ねさせていただく場合がございます

ので、可能な範囲で御協力いただきたいと考え

ております。 

Ｄ 

139

条件付き許可のときの判断は誰が

するのか。条件付き許可についても第

三者機関に判断をゆだねるべきであ

る。 

条件付き許可は、許可処分であることから、

各施設の所管組織が、申請ごとに、各施設の設

置・管理条例に基づき、適切に最終判断を行っ

てまいります。 

Ｄ 

140 

主催者が「差別はしません」と言う

のを信じるだけでなく、多方面からの

情報を基にして判断すべきである。 

各施設の所管組織は「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断に

当たっては、その該当性が利用申請書等の記載

から明らかでない場合は、申請者・団体側の情

報発信（告知内容）等を確認するほか、申請者・

団体の性質及び活動歴等も勘案の上、各施設の

設置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いります。 

Ｂ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

141 

チラシなども判断の対象に入れた

らいい。 

 本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例に基づき利用制限

を検討・判断する場合の拠るべき基準として策

定するものです。 

 各施設の所管組織は「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断に

当たっては、その該当性が利用申請書等の記載

から明らかでない場合は、申請者・団体側の情

報発信（告知内容）等を確認するほか、チラシ

も含め申請者・団体の性質及び活動歴等も勘案

の上、各施設の設置・管理条例に基づき、総合

的に判断してまいります。 

Ｂ 

142

「ヘイトスピーチは行わない」とし

て申請したとしても、以前からの連続

性を考慮して、使用不許可にできるよ

うにすべきである。 

（同様意見ほか１件） 

ヘイトスピーチは許されるものではありま

せんが、本市が、公の施設の利用制限を行う場

合には、表現の自由に対する過度の制約になら

ないようにしなければなりません。 

各施設の所管組織が「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断を

する際には、申請の都度、申請者・団体側のイ

ンターネットでの情報発信等や活動歴等につ

いて、必要な情報収集に努めるなど、各施設の

設置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いります。 

Ｄ 

143 

申請者だけでなく主要メンバーの

言動についても考慮に入れられるよ

う、文言を工夫すべきである。 

 ガイドラインでは申請者側の情報発信は判

断要素の一つと位置付けています（11頁フロ

ー図参照）。 

Ｂ 

144

ヘイトスピーチが予想される団体

等については公的施設を貸し出さな

いよう、厳しく対応すべきである。 

 不許可処分については、表現の自由その他の

日本国憲法が保障する自由・権利を不当に侵害

しないために、「言動要件」に加え、「迷惑要件」

を満たすと判断されるときに限って行うこと

ができるとしています。各施設の所管組織が、

各施設の設置・管理条例に基づき施設管理権を

適正に行使してまいります。 

Ｄ 

145 

差別的発言のおそれがある団体の

公の施設利用に関しては、特別許可を

得れば利用可能とするべきである。 

 不許可処分については、表現の自由その他の

日本国憲法が保障する自由・権利を不当に侵害

しないために、「言動要件」に加え「迷惑要件」

を満たすと判断されるときに限って行うこと

ができるとしています。各施設の所管組織が、

各施設の設置・管理条例に基づき施設管理権を

適正に行使してまいります。 
Ｄ 

146

「名義貸し」を行って「許可の取消

相当と判断」となった場合、名義を貸

した者及び名義貸しを依頼した者の

使用を共に制限すべきである。 

147 

「公の施設」利用は、公安の要監視

団体には許可すべきではない。また、

その他は特に制限を設けるべきでは

ない。 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

148

過去にヘイトスピーチといわれる

発言をした人が今後行う集会がすべ

てヘイトスピーチにあたるとは限ら

ない。どんな発言も自由であり、その

上で自由で闊達な議論が冷静になさ

れることを望む。 

ヘイトスピーチは許されるものではありま

せんが、本市が、公の施設の利用制限を行う場

合には、表現の自由に対する過度の制約になら

ないようにしなければなりません。 

各施設の所管組織が「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断を

する際には、申請の都度、申請者・団体側のイ

ンターネットでの情報発信等や活動歴等につ

いて、必要な情報収集に努めるなど、利用制限

の判断に当たっては、本ガイドラインに基づ

き、適切な運用を進めてまいります。 

Ｄ 

149 

ヘイトスピーチを行わないと虚偽

申請を行なった後、実際にはヘイトス

ピーチを行った悪質な団体に対して

は、次回以降の許可申請に対して厳し

く判断すべきである。 

（同様意見ほか４件） 

150 

少しでも在日外国人を中傷するよ

うな運動を行う組織への利用の許可

は積極的に不許可にしていくべきで

ある。 

151 

使用中もしくは使用後に「許可の取

消」と判断すべき状況になった場合の

取り扱い、例えば後の申し込みを一切

拒絶するなどの取り扱いを明確にす

べきである。 

（同様意見ほか１件） 

152 

過去にヘイトスピーチ・ヘイトデモ

を行った個人・団体による実質的に同

様の目的の「公の施設」利用を禁止す

べきである。 

153 

過去にヘイトスピーチを行ってい

なくても、現在、インターネットのサ

イトや動画サイトで、しきりに排外主

義を唱えている者の施設利用をさせ

ないことを盛り込むべきである。 

154 

過去にヘイトスピーチを行った者

は、集会やデモ目的で、川崎市の施設

と路上を使用させないことを事前規

制に盛り込むべきである。 

ヘイトスピーチは許されるものではありま

せんが、本市が、公の施設の利用制限を行う場

合には、表現の自由に対する過度の制約になら

ないようにしなければなりません。 

各施設の所管組織が、ヘイトスピーチに該当

するか否かの判断をする際には、申請者・団体

側のインターネットでの情報発信等や活動歴

等について、必要な情報収集に努めるなど、利

用制限の判断に当たっては、本ガイドラインに

基づき、適切な運用を進めてまいります。 

なお、道路の使用許可については、神奈川県

の公安条例に基づき、神奈川県公安委員会が適

正に判断するものと考えており、本市のガイド

ラインに盛り込むべき内容ではないと考えて

います。 

D 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

155 

「その利用によって、他の利用者の

人権が侵害され、公共の安全が損なわ

れる危険があり・・・」とあるが、「人

権」では抽象的であるので、ヘイトス

ピーチ解消法第２条の文言に従い、

「その利用によって、他の利用者の生

命、身体、自由、名誉若しくは財産が

侵害され、公共の安全が・・・」と具

体的に明記すべきである。 

いただいた御意見を踏まえ、４頁（３）ウの

記載を「人権」を「生命、身体、自由、名誉若

しくは財産」に修正しました。 

Ａ 

156 

最高裁判例によれば、言論のみによ

って規制することは憲法違反である。 

不許可処分については、表現の自由その他の

日本国憲法が保障する自由・権利を不当に侵害

しないために、「言動要件」に加え「迷惑要件」

を満たすと判断されるときに限って行うこと

ができるとしています。各施設の所管組織が、

各施設の設置・管理条例に基づき施設管理権を

適正に行使してまいります。 

Ｄ 

157 

他の利用者に著しく迷惑をかける

のが、申請者ではない場合でも、不許

可・許可取り消しになるのはおかし

い。 

泉佐野市民会館事件の最高裁判決では、主催

者が平穏に集会を行おうとしているのに、反対

のグループが実力で阻止・妨害し、混乱が生じ

るおそれがあることを理由に利用を拒むこと

は憲法第 21 条の趣旨に反すると述べられて

います。 

各施設の所管組織において、最高裁判例を踏

まえた本ガイドラインに基づき、適切に判断し

てまいります。 

Ｄ 

158 

許可したものの利用時に本ガイド

ラインに違反する行為がなされた場

合、または「不許可」の利用制限がな

された場合、その利用許可を申請した

団体及び代表者は今後一切の公的施

設の利用許可申請を不可とするべき

である。 

（同様意見ほか１件） 

ヘイトスピーチは許されるものではありま

せんが、本市が、公の施設の利用制限を行う場

合には、表現の自由に対する過度の制約になら

ないようにしなければなりません。 

申請行為ごとに、各施設の所管組織において

各施設の設置・管理条例に基づき適切に判断し

てまいります。 

Ｄ 

159 

同意したにもかかわらず違反行為

をした場合には住所氏名を公開すべ

きである。 

（同様意見ほか４件） 

本ガイドラインは、各施設の所管組織が設

置・管理条例における利用制限の検討・判断を

行う際の拠るべき基準として策定するもので

す。 

ペナルティーについては当該施設の設置・管

理条例の定めに拠ることから、条例に基づき適

正な運用をしてまいります。 Ｄ 

160 

同意書に、利用の際に差別的な行

動・発言をしない、もしした場合には

法的処罰を受けることになるという

条件を入れ、それにもかかわらず、ヘ

イトスピーチを行えば、１回目は警

告、２回目は市での居住・生活を制限

し、ひどい場合には市内居住を禁止す

る。強硬で、厳格な姿勢を見せる必要

性がある。  
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③手続・運用に関すること 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

161 

本ガイドラインの運用に当たって

は、利用許可判断を行う施設所管組織

職員が明確な判断がくだせるよう、職

員向けの取り扱いマニュアルの整備

が必要である。 

（同様意見ほか６件） 

各施設ごとに必要に応じて、既に事務マニュ

アル等が存在する場合には、その改訂を行うと

ともに、存在しない場合には、整備してまいり

ます。 
Ｂ 

162 

恣意的な運用がないように透明性

の確保が大事である。 

判断結果については市ホームページ等で適

時公表し、運用の透明性を確保してまいりま

す。 

Ｂ 

163 

施設利用の申請に当たって、調査書

を作り記入させるべきである。 

 各施設の所管組織の判断で、各設置・管理条

例に基づく施設管理権の行使として、調査票記

入等を求める場合はありえるものと考えます。

可能な範囲で御協力いただきたいと考えてお

ります。 

Ｂ 

164 

事前審査や事前規制をする前に、ヘ

イトスピーチをしない旨の確約文書

を提出させて、受け付けることは憲法

には抵触しない。先ずはそのような手

法から先に始めるべきである。 

（同様意見ほか１件） 

 各施設の所管組織の判断で、各設置・管理条

例に基づく施設管理権の行使として文書提出

等を求める場合はありうるものと考えます。可

能な範囲で御協力いただきたいと考えており

ます。 

Ｂ 

165 

過去にヘイトスピーチをした人が

ヘイトスピーチとは無関係に公的施

設を利用する場合でも誓約書を提出

させるべきである。 

（同様意見ほか1件） 

各施設の所管組織の判断で、各設置・管理条

例に基づく施設管理権の行使として誓約書の

提出等を求める場合はありえるものと考えま

す。可能な範囲で御協力いただきたいと考えて

おります。 

Ｂ 

166 

疑わしい場合はヘイトスピーチを

行わないという旨の誓約書を書かせ、

もし違反した場合にはペナルティー

を科すべき。 

（同様意見ほか４件） 

各施設の所管組織の判断で、各設置・管理条

例に基づく施設管理権の行使として誓約書の

提出等を求める場合はありえるものと考えま

す。可能な範囲で御協力願います。 

また、ペナルティーについては当該施設の設

置・管理条例の定めに拠ることから、条例に基

づき適正な運用をしてまいります。 

Ｂ 

167 

利用制限を行った場合、人権・男女

共同参画室の対応についても、明確

化・迅速化を図るべきと考えますの

で、「処分内容については、理由を明

示し、速やかに公表する。」と改める

のがよい。 

報告を受けた処分内容等については、適時公

表してまいります。 

Ｄ 

168 

申請の流れが、もう少し単純化され

て市民にもわかりやすいものであれ

ば良い。 

本ガイドラインは各施設の所管組織におい

て施設の利用許可業務に従事する職員が利用

するものです。 

市民の皆様が具体的に施設を利用する場合

等につきましては、施設毎の利用案内をご覧い

ただくか、施設に直接お問い合わせください。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

169 

ヘイトスピーチ事案が発生した場

合は、担当部署による調査を積極的に

行うこと。 

各施設の所管組織は「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断に

当たっては、その該当性が利用申請書等の記載

から明らかでない場合は、申請者・団体側の情

報発信（告知内容）等を確認するほか、申請者・

団体の性質及び活動歴等も勘案の上、各施設の

設置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いります。 

今後も引き続き必要な情報収集を行ってま

いります。 

Ｄ 

170 

明らかにヘイトスピーチであるプ

ラカードの掲示や演説などが起きた

際には即時中止をしてほしい。 

（同様意見ほか1件） 

本ガイドラインは、公の施設の利用制限の検

討・判断を行う際の拠るべき基準として策定す

るものです。利用許可後の現場での判断につい

ては、本ガイドラインを踏まえるとともに、各

施設の所管組織が設置・管理条例に基づく適正

な運用をしてまいります。 

Ｄ 

171 

仮にヘイトスピーチが起こればそ

の場で利用停止、また利用者に対して

ペナルティ－を与えるなど今後一切

の利用ができないようにしてほしい。

（同様意見ほか1件） 

172 

被害を訴える当事者からのヒアリ

ングを義務化するべきだ。 

各施設の所管組織や第三者機関が総合的判

断をするに当たり、必要と判断すれば、ヒアリ

ングを実施してまいります。 

Ｄ 

173 

事前調査及び事後調査は慎重に行

うべきである。 

各施設の所管組織は「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断に

当たっては、その該当性が利用申請書等の記載

から明らかでない場合は、申請者・団体側の情

報発信（告知内容）等を確認するほか、申請者・

団体の性質及び活動歴等も勘案の上、各施設の

設置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いります。 

Ｂ 

174 

表現の自由に対する過度の制約に

ならないように、申請書を許可するま

でに何度も確認するのは良い。 

 表現の自由等の制約が過度にわたることが

ないよう慎重に確認を行ってまいります。 Ｂ 

175 

内容確認のため第三者が立ち会う

など、その場で対応できる体制を整備

すべきである。 

（同様意見ほか1件） 

内容確認のための立ち会いや監視を行うこ

とは適切でないと考えます。 

各施設の所管組織は「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断に

当たっては、その該当性が利用申請書等の記載

から明らかでない場合は、申請者・団体側の情

報発信（告知内容）等を確認するほか、申請者・

団体の性質及び活動歴等も勘案の上、各施設の

設置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いります。 

Ｄ 

176 

公の施設の利用をする際は市の職

員が監視のもと行い、その職員にその

場のすべての権限を委ねることにす

べきである。 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

177 

全利用者及び利用団体に対して「警

告」を行い、利用内容を確認し、人種

問題に関する施設利用を目的として

いる場合、「条件つき許可」にするべ

きである。 

ヘイトスピーチが行われる可能性の度合い

により、「警告」「条件付き許可」「不許可」「許

可の取消し」といった４段階の利用制限を行う

こととしております。 

「警告」は、各施設の所管組織において、ヘ

イトスピーチが行われる可能性が高くはない

があると判断された場合に行うこととし、「条

件付き許可」は、ヘイトスピーチが行われる可

能性が高いが、具体的に明らかとまでは言えな

い場合に行うこととしています。 

Ｄ 

178 

判断を巡って、スピーチをする側と

判断する側が、その都度顔を合わせ

て、自分たちの正当性を明らかにす

る、いわば意見交換会を開くのがい

い。 

 意見交換会の開催予定はございません。 

 特定の民族や国籍の人々を地域社会から排

除することを煽動するヘイトスピーチが行わ

れることは、深刻な問題と考えております。 

多文化共生のまちづくりを進めてきた本市

として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢

を明確に示すとともに、多文化共生について理

解を深めるため、人権教育、人権意識の啓発活

動を推進してまいります。 

Ｄ 

179 

「警告」や「条件付き許可」で、明

らかなヘイトスピーチが行われた場

合、現場はどう対応すべきかについて

の想定も必要である。当該施設での対

応や事前の所管組織との調整など、不

当な差別的言動を禁止するための「対

象」「手続」の一層の明確化を要望す

る。 

各施設の所管組織が、各施設の設置・管理条

例に定める施設管理権に基づき、適切に判断す

るとともに、本市が、公の施設の利用制限を行

う場合には、表現の自由に対する過度の制約に

ならないよう、本ガイドラインの適切な運用を

進めてまいります。 

D 

180 

「過去にヘイトスピーチをやった

ことがある」という理由で貸さないと

したら具体的な事例をあげて説明し

なければならないが、誰が最終的な責

任を負うのか。 

 各施設の所管組織が、各施設の設置・管理条

例に定める施設管理権に基づき、適切に判断し

てまいります。なお、最終的な責任は、施設管

理者が負います。 

Ｄ 

181 

利用申請の審査をより厳格化する

必要がある。先ず第三者機関の判断を

仰ぐ前に、役所で一定の判断をつける

ため、より細かい利用申請許可書の提

出を徹底すべきである。 

（同様意見ほか１件） 

各施設の所管組織が、各施設の設置・管理条

例に定める施設管理権に基づく判断をするに

当たり、より細かい利用申請許可書が必要と考

えれば、提出等を求める場合はありえます。可

能な範囲で御協力願います。 

Ｂ 

182 

許可する場合でも、利用者や利用団

体に対し、差別的発言等に関する注

意・警告を行うべきであり、発言内

容・利用内容などの確認をすることが

望ましい。 

 「警告」は、各施設の所管組織において、ヘ

イトスピーチが行われる可能性が高くはない

があると判断された場合に行うこととしてい

ます。 

どのような場合に「警告」を行うかは、各施

設の所管組織が、各設置・管理条例に基づき、

当該施設の性質、利用状況等の諸事情を勘案し

て適切に判断してまいります。 

Ｂ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

183 

フェイスブック等SNSを活用し、

市民からアンケートなどを取ること

で、より市民の声を反映させるとよ

い。 

市民へのアンケート実施については、現時点

では導入の予定はございません。 

 各施設の所管組織は「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断に

当たっては、その該当性が利用申請書等の記載

から明らかでない場合は、申請者・団体側の情

報発信（告知内容）等を確認するほか、申請者・

団体の性質及び活動歴等も勘案の上、各施設の

設置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いります。 

Ｄ 

184 

差別を助長するような企画に対し

ては、公園等の使用申請に厳しい態度

で対処すべきである。 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

各施設の所管組織が各施設の設置・管理条例

に定める施設管理権に基づき適切に対処して

まいります。 

Ｂ 

185 

交流会や演説など、参加自由なもの

に限り、公的施設の利用を可能にする

べきである。 

186 

本ガイドラインの運用についての

検証を定期的に行い、人権尊重をいっ

そう進めるべきである。 

（同様意見ほか１件） 

本ガイドラインの適切な運用を確保するた

めに、その運用状況の把握に努め、適時検証を

行ってまいります。 
Ｃ 

187 

これからやっていくうえで、手続は

簡略化できるところは、簡略化すべき

である。しかし、厳格性を保持すべき

である。 

本ガイドラインの適切な運用を確保しつつ、

手続の簡略化について今後検討してまいりま

す。 
Ｃ 

188 

利用を申請する際、「使用目的を書

いてもらう」、「スピーカーなどの使用

を禁止にする」といったものをガイド

ラインの中に入れるのがいいと思っ

た。理由は、未然に防ぐことができる

と思ったから。 

本ガイドラインに基づく具体的な申請手続

については、各施設の所管組織において適切に

判断してまいります。 
Ｄ 
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（５）その他 

① その他（ガイドライン関係） 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

189 

不当な差別的言動を解消するた

めの啓発活動の徹底の明記を要望

する。 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

なお、ヘイトスピーチ解消法第７条には「地

方公共団体は、国との役割分担を踏まえて、当

該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対する不

当な差別的言動の解消の必要性について、住民

に周知し、その理解を深めることを目的とする

広報その他の啓発活動を実施するとともに、そ

のために必要な取組を行うよう努めるものと

する。」とありますので、本市としても、同法

の趣旨を踏まえ、適切な取組を進めてまいりま

す。 

Ｄ 

190 

ヘイトデモ禁止仮処分決定につ

いての資料を添付すべき。 

（同様意見３件） 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

仮処分決定は判決ではなく、他の資料とは性

質が異なるものですので、添付を要するもので

はないと考えております。 

Ｄ 

191 

事前規制は非常に問題があるの

で、事後規制で対応するよう強く要

請する。 

（同様意見ほか２件） 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

本市が、公の施設の利用制限を行う場合に

は、表現の自由等に対する過度の制約にならな

いよう、本ガイドラインの適切な運用を進めて

まいります。 

Ｄ 

192 

2017 年 7 月 16 日の道路使用

許可について、経過説明等の中で明

記すべき。 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

2017 年 7月 16 日の道路使用許可につい

ては、本ガイドラインが対象とする公の施設と

は対象が異なることから明記しておりません。 

Ｄ 

193 

衆参の附帯決議を根拠にしても、

思想・良心の自由等の制限は不可能

である。 

（同様意見ほか１件） 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

本市が、公の施設の利用制限を行う場合に

は、思想・良心の自由等に対する過度の制約に

ならないよう、本ガイドラインの適切な運用を

進めてまいります。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

194 

泉佐野市民会館事件以外で参考

にした判例があれば資料として記

載してほしい。 

（同様意見ほか１件） 

 同事件最高裁判例以外に参考にした判例は

ございません。 
Ｄ 

195 

内容については、すでに他民族・

多文化の市民たちの共生の試みを

成功裏に収めている川崎区桜本の

町内会をはじめ市民の方達の知恵

を借りるべきである。 

 本ガイドラインは、本市の設置・管理条例で

定める「公の施設」に関し、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例に基づき利用制限

を検討・判断する場合の拠るべき基準として策

定するものですが、策定に当たり、広く市民意

見を聴取いたしました。 

Ｄ 

196 

安易な運用手法は、他の自治体に

も多大な悪影響を及ぼす事から、慎

重に検討して運用していただきた

い。 

 表現の自由等の過度の制約にならないよう

に慎重に運用してまいります。 
Ｂ 

197 

ガイドラインの運用に関しては、

許可・不許可の過程がクリアになっ

ている必要がある。その経緯、手続、

過程等は、必ず公開するように強く

求める。 

 運用状況については、市ホームページ等での

公表を予定しています。 

 Ｂ 

198 

差別的にならない方法をこれか

ら考えていくことが重要。 

 本市が、公の施設の利用制限ができる場合で

あっても、表現の自由に対する過度の制約にな

らないよう配慮する必要があることから、利用

制限の判断に当たっては、慎重に対応する必要

があると考えています。 

Ｂ 

199 

想定外の事例については、「人種

差別撤廃条約」に基づいて対処すべ

き。 

 ヘイトスピーチ解消法成立時の衆参両議院

の法務委員会による附帯決議において、同法の

趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別

の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、ヘイト

スピーチに対し適切に対処されることとされ

ています。 

本市の設置・管理条例で定める公の施設の利

用許可に関しましては、各施設の所管組織が、

各設置・管理条例に基づき、施設管理権を適切

に行使し対処してまいります。 

Ｄ 

200 

具体的なヘイトスピーチ例を収

集し、判断にばらつきのないよう、

情報共有していくべき。 

各施設の所管組織が適切な運用ができるよ

う、引き続き必要な情報収集に努め、情報共有

する機会を作り、適切に運用してまいります。 

Ｂ 

201 

ガイドラインを利用するような

職場に働く職員を含め、すべての職

員に対してガイドラインを周知さ

せる手法を検討してほしい。 

（同様意見ほか３０件） 

 本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際の拠るべき基準を明確に

するために策定するものですので、関係職員等

に周知を図ってまいります。 

Ｂ 

202 

題名が長いので、検討願う。  本ガイドラインの根拠となっている法律の

名前を引用していることにより、題名が長くな

っているものです。 

Ｄ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

203 

川崎市という在日の人が多い市

であるからこそ、在日の意見も尊重

すべきである。 

 今回のパブリックコメント手続で広く御意

見を伺ったところです。 

多文化共生のまちづくりを進めてきた本市

として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢

を明確に示すとともに、多文化共生について理

解を深めるため、人権教育、人権意識の啓発活

動を推進してまいります。 

Ｄ 

204 

法律を守りルールに則った表現

の自由を、寧ろ下支えする事こそが

行政の役割である。 

 本ガイドラインは、各施設の所管組織が、各

施設の設置・管理条例に基づき利用制限を検

討・判断する場合の拠るべき基準として策定す

るものです。 

本市が、公の施設の利用制限を行う場合に

は、表現の自由等に対する過度の制約にならな

いよう、本ガイドラインの適切な運用を進めて

まいります。 

Ｂ 

205 

本邦外出身者に対する差別的言

動の解消に向けた取組の推進とは、

本邦外出身者を守り、本邦出身者を

貶める取組にしか感じられない。 

 あらゆる差別は許されるものではなく、日本

人に対する差別も同様と考えています。本ガイ

ドライン案でも「ヘイトスピーチ解消法第２条

に規定する本邦外出身者以外の人々への不当

な差別的言動については、あらゆる形態の人種

差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤廃条

約）のほか、ヘイトスピーチ解消法成立時の衆

参両議院の法務委員会による附帯決議があり、

これらの不当な差別的言動についても特段の

配慮の上、適切に対処すべき」と記しています。 

本市において行われてきた、特定の民族や国

籍の人々を地域社会から排除することを煽動

するヘイトスピーチが、個人の尊厳を傷つけ、

差別的意識を助長又は誘発することのないよ

う、本ガイドラインを適切に運用してまいりま

す。 

Ｄ 

② その他（対象範囲外） 
意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

206 

公共施設の利用を抑制すること

に労力を使うのではなく、本邦外出

身者への理解促進や本邦外出身者

との親善に力を注いでほしい 

（同様意見ほか７件）。 

 本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 Ｅ 

207 

差別や偏見をなくすために朝鮮

人に関する正しい知識や情報を得

る機会を設けるべきである。 

（同様意見ほか１１件） 

208 

市が SNS を利用して、発信する

際には、多様な人々に誤解を生じさ

せないように表現に細心の注意を

払う必要性がある。 

 発信に当たりましては、誤解を生じさせぬよ

う、引き続き表現に注意してまいります。 
Ｅ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

209 

川崎市HPのパブリックコメント

に関するページも読んだが、どこに

個人情報の扱いについて書かれて

いるのか分かりにくい。 

 個人情報の取扱いについては、募集案内の文

書に留意事項として明記しております。 

意見の内容に不明な点がある際に、その内容

を確認する必要があることから、氏名や連絡先

などの個人情報の記載を求めていますが、川崎

市個人情報保護条例を厳格に適用し、個人情報

の取扱いには十分に配慮してまいります。 

Ｅ 

210 

市長の明確な声明の発信をして

ほしい。 

（同様意見ほか２４件） 

本ガイドラインの策定自体が、ヘイトスピー

チの解消をめざすものであると考えています。 

本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｅ 

211 

「ヘイトスピーチを許さない」と

いう声明の発表をしてほしい。 

（同様意見ほか１２件） 

212 

差別主義者には市の施設を使用

させない宣言をしてほしい。 

（同様意見ほか３０件） 

本ガイドラインは、公の施設においてヘイト

スピーチが行われないよう、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例における利用制限

の検討・判断を行う際に拠るべき基準とするも

のです。 

憲法で保障された表現の自由等にも十分配

慮しながら、ヘイトスピーチ解消法第２条が定

める言動に対し必要な措置を講じ、ヘイトスピ

ーチの抑止のための取組を進めてまいります。 

Ｅ 

213 

「ふれあいネット」利用開始・更

新時に当ガイドラインの趣旨とヘ

イトスピーチの基本的な知識の啓

発を行うべきである。 

 本市はヘイトスピーチを許さない社会づく

りに向け、国と連携し、「ヘイトスピーチ、許

さない」と題したポスターの掲示をはじめとし

て、さまざまな広報媒体を活用し、積極的に啓

発に取り組んでいます。今後も着実に取組を進

めてまいります。 

Ｅ 

214 

平和館に常備されている DVD

（沖縄、在日コリアン、外国ルーツ

の市民たちの声を収録）は本当に勉

強になった。 

平和館のＤＶＤについては、今回の意見募集

の趣旨・範囲とは異なりますが、引き続き資料

の充実に努めます。 
Ｅ 

215 

憲法が保障する表現の自由に配

慮しながらも、ヘイトスピーチを規

制する法律はやはり必要である。 

（同様意見ほか１３件） 

 ヘイトスピーチを規制する法律については、

今回の意見募集の趣旨・範囲とは異なります

が、いただいた御意見につきましては、国会に

おいて立法事実を踏まえ、適切に判断されるも

のと考えます。 

Ｅ 

216 

ヘイトスピーチ解消法は、言論・

表現の自由の侵害が懸念され、憲法

違反の疑いが濃厚で、無効であり、

準拠すべきでない。ヘイトスピーチ

に対しては本来ならば名誉毀損等

で対処すればよく、立法の必要がな

い法律である。 

（同様意見ほか１５件） 

ヘイトスピーチ解消法については、今回の意

見募集の趣旨・範囲とは異なりますが、いただ

いた御意見につきましては、国会において立法

事実を踏まえ、適切に判断されるものと考えま

す。 
Ｅ 

217 
ヘイトスピーチ解消法に基づき

場所を与えないようにしてほしい。 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

218 

ヘイトスピーチを取り締まる法

律は存在しない。長期的に見れば法

律による規制はするべきではない。 

（同様意見ほか２件） 

 法律による規制については、今回の意見募集

の趣旨・範囲とは異なりますが、いただいた御

意見につきましては、国会において立法事実を

踏まえ、適切に判断されるものと考えます。 

Ｅ 

219 

ヘイトスピーチ解消法を改正し、

ヘイトスピーチを行なった人への

罰を明確化すると共にそのような

活動を行なった罰をもっと厳しく

するべきである。 

（同様意見ほか５件） 

ヘイトスピーチ解消法の改正については、今

回の意見募集の趣旨・範囲とは異なりますが、

いただいた御意見につきましては、国会におい

て立法事実を踏まえ、適切に判断されるものと

考えます。 

Ｅ 

220 

何がヘイトスピーチに当たるか

を誰が判断するのか。 

今回の意見募集の趣旨・範囲とは異なります

が、何がヘイトスピーチに当たるかの判断につ

いては、最終的には司法において行われるもの

と考えています。 

Ｅ 

221 

実際に問題が生じたときは、損害

賠償、名誉毀損等により個別案件ご

とに裁判で決着が図られるべきで

ある。 

（同様意見ほか２件） 

 各法律の定める要件に該当した場合、当該法

律が適用されることは言うまでもありません。 

 本市が、公の施設の利用制限ができる場合で

あっても、表現の自由に対する過度の制約にな

らないよう配慮する必要があることから、利用

制限の判断に当たっては、ガイドラインの適切

な運用を進めてまいります。 

Ｅ 

222 

ヘイトスピーチが人種差別だけ

でなくあらゆる社会的弱者（マイノ

リティー）に対する差別も含まれる

と解釈できないか。 

（同様意見ほか１件） 

 本ガイドラインにおいて「不当な差別的言

動」とは、原則としてヘイトスピーチ解消法第

２条に定める不当な差別的言動を指しており、

他の差別への適用は想定していません。 

Ｅ 

223 

国籍や地域、人種、性別、年齢、

宗教などで差別をすることは恥ず

べき行為である。 

（同様意見ほか２件） 

国籍や地域、人種、性別、年齢、宗教などで

差別することは許されるものではありません。 

本市としても、「川崎市人権施策推進基本計

画」に掲げる「あらゆる差別の撤廃と人権侵害

の防止」という基本理念に基づき、今後も人権

施策を総合的に推進してまいります。 

Ｅ 

224 

一層の啓発に努め、「差別などの

言動は人間として、決して行っては

ならないものである」という当然の

思想を、より普及させていくべきで

ある。 

（同様意見ほか２５件） 

本市はヘイトスピーチを許さない社会づく

りに向け、国と連携し、「ヘイトスピーチ、許

さない」と題したポスターの掲示をはじめとし

て、さまざまな広報媒体を活用し、積極的に啓

発に取り組んでいます。今後も着実に取組を進

めてまいります。 
Ｅ 

225 

何が差別なのか、なぜ差別をして

はいけないのかを、行政が明確に示

してほしい。 

（同様意見ほか１件） 

226 

神奈川県警が 2017 年 7 月 16

日に川崎市で行われたヘイトデモ

を許可したことに強く抗議する。 

（同様意見ほか１３件） 

 神奈川県警に対する抗議については、今回の

意見募集の趣旨・範囲とは異なることから、本

市でお受けすることはできません。 

道路の使用許可については、集会、集団行進

及び集団示威運動に関する県の条例に基づき、

神奈川県公安委員会が適切に判断するものと

考えます。 

Ｅ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

227 

「川崎市人権施策推進協議会」と

「多文化共生社会推進指針に関す

る部会」には外国人がいる。外国人

が公権力行使に参加していること

になり、しかも当事者が含まれてお

り、不当である。 

（同様意見ほか８件） 

川崎市人権施策推進協議会は、川崎市附属機

関設置条例に基づき設置されており、委員につ

いては、定数や任期の規定はありますが、国籍

に関する定めはありません。学識者・公募市民

等で構成され、専門分野に配慮しながら委員を

選定しています。また、多文化共生社会推進指

針に関する部会の委員については、多文化共生

に関する知識や経験を有する委員を選定して

います。 

また、いわゆる公権力の行使とは、公権力の

主体が行う行為のうち、その行為によって、直

接国民の権利義務を具体的に形成するもので

ありますが、協議会提言には法的拘束力がな

く、公権力の行使には当たらないものと考えて

おります。 

本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｅ 

228 

二度と７月のデモを許可しない

仕組みを早急に作って下さい。 

デモの許可については、今回の意見募集の趣

旨・範囲とは異なることから、本市でお受けす

ることはできません。 

デモの許可については、集会、集団行進及び

集団示威運動に関する県の条例に基づき、神奈

川県公安委員会が適切に判断するものと考え

ます。 

Ｅ 

229 

あらゆる法令を駆使して会場を

貸し出してはならない。 

本ガイドラインは、本市の設置・管理条例で

定める「公の施設」に関し、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例に基づき利用制限

を検討・判断する場合の拠るべき基準として策

定するものです。 

各施設の所管組織は「ヘイトスピーチの行わ

れるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合」に該当するか否かの判断に

当たっては、その該当性が利用申請書等の記載

から明らかでない場合は、申請者・団体側の情

報発信（告知内容）等を確認するほか、申請者・

団体の性質及び活動歴等も勘案の上、各施設の

設置・管理条例に基づき、総合的に判断してま

いります。 

Ｅ 

230 

施行前であっても、人種差別撤廃

条約とヘイトスピーチ解消法に照

らして現行の条例を解釈し、本件ガ

イドラインの趣旨を生かして対処

すると述べてください。 

本ガイドラインは、本市の設置・管理条例で

定める「公の施設」に関し、各施設の所管組織

が、各施設の設置・管理条例に基づき利用制限

を検討・判断する場合の拠るべき基準として策

定するものですが、ガイドラインの有無に関わ

らず、各施設の所管組織が、各施設の設置・管

理条例に基づき適正に判断してまいります。 

Ｅ 

231 

表現の自由という権利の基準が

どこまでがセーフ、アウトなのかを

川崎市民全員で決めたらよい。 

最終的には司法判断に従うべき事柄ですが、

そもそも多数決に馴染むものではないと考え

ます。 

Ｅ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

232 

これまで以上に、あらゆる場面で

人権施策を充実すべきである。 

本市では、「川崎市人権施策推進基本計画」

に掲げる「あらゆる差別の撤廃と人権侵害の防

止」という基本理念に基づき、今後も人権施策

を総合的に推進してまいります。 

Ｅ 

233 

施設と市民の企画の相互間の協

議を重ねることが必要である。 

 施設と市民の協議については、今回の意見募

集の趣旨・範囲とは異なりますが、各施設の所

管組織が、各施設の設置・管理条例に基づき適

正に対応してまいります。 

Ｅ 

234 

ガイドラインの策定に市が本気

で取り組むのであれば、市の独断で

決定するといったような強気な姿

勢というものがあっても良い。 

 本ガイドラインは、行政手続法・条例でいう

審査基準に該当することから、パブリックコメ

ント手続を実施いたしました。 

 本ガイドラインにより、ヘイトスピーチを許

さないという本市の姿勢を明確に示すことで、

ヘイトスピーチの抑止が図られるものと考え

ておりますので、今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｅ 

235 

在日に不満を抱いている者も多

いと推測され、単にヘイトスピーチ

を規制すると、感情の行き場を失う

ことから、今まで以上に慎重に行わ

なければならない。 

 （同様意見ほか１件） 

 本ガイドラインは、各施設の所管組織が、各

施設の設置・管理条例に基づき利用制限を検

討・判断する場合の拠るべき基準として策定す

るものです。ただし、その運用に当たっては、

表現の自由等に対する過度の制約にないよう

慎重に取組を進めてまいります。 

Ｅ 

236 

同じ日本に住む者として互いに

協力し、尊重し合いながら地域社会

で共生していくことこそが重要で

ある。 

（同様意見ほか１６件） 

 本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｅ 

237 

市が公然と日本人に対する差別

と人権侵害を行うことに強い憤り

を覚える。 

（同様意見ほか７件） 

 あらゆる差別は許されるものではなく、日本

人に対する差別も同様と考えています。本市の

ガイドライン案でも「ヘイトスピーチ解消法第

２条に規定する本邦外出身者以外の人々への

不当な差別的言動については、あらゆる形態の

人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤

廃条約）のほか、ヘイトスピーチ解消法成立時

の衆参両議院の法務委員会による附帯決議が

あり、これらの不当な差別的言動についても特

段の配慮の上、適切に対処すべき」と記してい

ます。 

Ｅ 

238 

川崎市の公園内不許可処分はヘ

イトスピーチの根絶につながる、非

常に大きな一歩であった。 

（同様意見ほか１３件） 

 ガイドライン策定後は、各施設の所管組織

が、利用制限を検討・判断する際に本ガイドラ

インを踏まえ、各施設の設置・管理条例に基づ

き適切に対応してまいります。 

Ｅ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

239 

公園使用申請に対する不許可処

分は市による市民に対する不当な

言論弾圧、かつ日本人差別である。

全く市側の対応が不当である。 

（同様意見ほか１件） 

 当該処分は、ヘイトスピーチ解消法の成立を

受け、市議会をはじめ様々な御意見を伺いなが

ら判断したものです。 

 あらゆる差別は許されるものではなく、日本

人に対する差別も同様と考えています。本市の

ガイドライン案でも「ヘイトスピーチ解消法第

２条に規定する本邦外出身者以外の人々への

不当な差別的言動については、あらゆる形態の

人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤

廃条約）のほか、ヘイトスピーチ解消法成立時

の衆参両議院の法務委員会による附帯決議が

あり、これらの不当な差別的言動についても特

段の配慮の上、適切に対処すべき」と記してい

ます。 

 その運用に当たっては、表現の自由等に対す

る過度の制約にないよう慎重に取組を進めて

まいります。 

Ｅ 

240 

公園内行為不許可処分は、本ガイ

ドラインの「言動要件は満たすが、

迷惑要件は満たさない」に該当する

案件のように思われる。ガイドライ

ン策定前の案件ではあるが、整合確

認してほしい。 

 当該処分は、ヘイトスピーチ解消法の成立を

受け、市議会をはじめ様々な御意見を伺いなが

ら設置・管理条例に基づき行われました。 

本ガイドラインは各施設の所管組織が、各施

設の設置・管理条例に基づき利用制限を検討・

判断する場合の拠るべき基準を整理したもの

で、整合しているものと考えています。 

Ｅ 

241 

差別主義者の行動によって、行政

の担当者に「感情労働」が高まるこ

とが考えられる。 

 本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｅ 

242 

まずは川崎市が、差別的言動がな

く、すべての人が暮らしやすい場所

となることを願っている。 

（同様意見ほか７件） 

本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｅ 

243 
この政策をきっかけに社会の意

識が変わればよい。 

244 

平成２８年 6 月に横浜地方裁判

所川崎支部で決定されたヘイトデ

モの禁止の仮処分について、「在日

コリアン集住地区付近」だけでな

く、川崎市内全域に広げてもらいた

い。 

 平成 28年（ヨ）第42号ヘイトデモ禁止仮

処分命令申立事件において、横浜地方裁判所川

崎支部民事部は、債務者は申立人である債権者

の主たる事務所の入口から半径５００ｍ以内

において差別的言動をしてはならず、また第三

者をして同行為を行わせてはならないものと

決定されています。 

この仮処分は私人間の争いに関する暫定的

措置であることから、多文化共生のまちづくり

を進めてきた本市としては、ヘイトスピーチは

許さないという姿勢を明確に示すとともに、多

文化共生について理解を深めるため、人権教

育、人権意識の啓発活動を推進してまいりま

す。 

Ｅ 
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意見番号 意見の要旨 意見に対する本市の考え方 区分 

245 

より日本人が文化や思いなどの

考えを知り、理解しようという気持

ちが大切である。 

 本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 
Ｅ 

246 

歴史的経緯を理解すれば、なにも

意味なく「帰れ」と言っているわけ

ではないことがわかるはず。とても

日本人が関わるべき民族ではない

ことも併せて教えるべきである。 

247 

民主主義を理解せず日本人への

弾圧を擁護する川崎市はヘイト団

体である。 

 あらゆる差別は許されるものではなく、日本

人に対する差別も同様と考えています。 

本市のガイドライン案でも「ヘイトスピーチ

解消法第２条に規定する本邦外出身者以外の

人々への不当な差別的言動については、あらゆ

る形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人

種差別撤廃条約）のほか、ヘイトスピーチ解消

法成立時の衆参両議院の法務委員会による附

帯決議があり、これらの不当な差別的言動につ

いても特段の配慮の上、適切に対処すべき」と

記しています。 

多文化共生のまちづくりを進めてきた本市

として、ヘイトスピーチは許さないという姿勢

を明確に示すとともに、多文化共生について理

解を深めるため、人権教育、人権意識の啓発活

動を推進してまいります。 

Ｅ 

248 

川崎市のような特定の某民族を

ことさら擁護し、日本民族の言論を

封殺することに全く躊躇しない自

治体は解体されるべきである。 

（同様意見ほか１件） 

249 

例えば、日本国内で在日朝鮮人や

中国人が暴動を起こした場合、川崎

市は在日朝鮮人側に付くと考えて

よろしいか？在日朝鮮人側に付き

日本人の言論を封殺しようとする

のであれば川崎市行政は日本人の

「敵」と考えざるを得なくなる。当

然、在日朝鮮人の暴動鎮圧の為に作

られた組織が前身である自衛隊の

殲滅対象に川崎市行政も含まれる

事になると思われる。その覚悟でお

願いする。 

本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｅ 
250 

ヘイトスピーチを全面的に禁止

し、罰則を与える条例の策定を求め

る。 

（同様意見ほか９件） 

251 

一般市民が申請者のヘイト前歴

を理由に、デモ等の差し止めを請求

できる根拠を条例に設けるべきで

ある。 

（同様意見ほか１件） 

252 

憲法違反の疑いのある条例制定

に反対である。 

（同様意見ほか１件） 

253 

カウンターを取り締まる条例に

は反対である。道路上の座り込みも

規制すべきでない。 
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254 

ヘイトスピーチのガイドライン

よりも、デモカウンターのガイドラ

インを策定した方が川崎市の為に

なる。 

本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｅ 

255 

あらゆる差別に対処するための

部署を設けるなど、人権・男女共同

参画室の体制整備を要望する。 

（同様意見ほか６件） 

256 

公の施設でのヘイトスピーチの

規制よりむしろインターネット上

のヘイトスピーチの規制を強化す

べきである。 

（同様意見ほか８件） 

257 

ヘイトスピーチの解消をめざす

には、学校教育での取組も必要であ

る。 

（同様意見ほか６件） 

258 

国としてヘイトスピーチ解消法

にぜひ罰則規定が盛り込まれるよ

うに、働きかけをしてほしい。 

（同様意見ほか１件） 

259 
レイシズムの発露は放置し、言わ

せておけばよい。 

260 

「在日特権」という誤解がいまだ

存在することは非常に問題である。 

（同様意見ほか３件） 

261 

「在日特権」と言われるものは誤

りも含んでいるが、その主張には共

感できる部分もある。 

（同様意見ほか２件） 

262 

社会問題として声をあげている

のは、一般の市民ではなく、ある一

定の組織や民族だけの意見である。 

263 

公の施設である公民館などを使

って、話し合いの場を設ける等双方

が積極的に対話していくべきであ

る。 

264 

どちらかが一方的に悪いとは言

えない。相互に解消努力すべきであ

る。 

265 

在日だけでなく、ヘイトスピーチ

をしている周辺に住んでいる人に

も多大な迷惑である。 

266 

私たち一市民も、ともに、誰もが

生きやすい社会にするため、自分に

できることを地域に返していくべ

きだ。 

（同様意見ほか２件） 

267 

人種差別撤廃条約上の留保の撤

回を川崎市や市民で国にもっと訴

えていくべきである。 
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268 

東京オリンピック・パラリンピッ

クに経済効果の他に、差別撤廃への

きっかけとしての効果もぜひ期待

したい。 

本市では、すべての人が互いに認め合い、人

権が尊重され、自立した市民として共に暮らし

ていくことができる多文化共生社会の実現を

めざしています。今後も着実に取組を進めてま

いります。 

Ｅ 

269 

同性愛や性同一性障害などの性

的マイノリティを対象にしたヘイ

トスピーチも規制対象となるよう

ヘイトスピーチ対策を進めると共

に、性的マイノリティの権利を擁護

する政策（パートナーシップ制度な

ど）も進めてほしい。 

本市では、人権を尊重し、共に生きる社会を

めざして「川崎市人権施策推進基本計画」を策

定しています。今後も着実に取組を進めてまい

ります。 

Ｅ 

270 

相談体制の整備につき、必要な体

制の具体化と、市民等にわかりやす

く示す必要がある。 

271 

日本の政治家がもっとこの問題

に対して関心をもって対応してほ

しい。   

今回の意見募集の趣旨・範囲とは異なりま

す。 

Ｅ 

272 

ヘイトデモ対策を理由に国会前

デモ制限発言をした総務大臣に強

く抗議する。 

273 

ヘイトスピーチの被害に遭った

外国籍の方が名誉回復するために

訴訟を起こしたいと希望された場

合は全面的に支援していただきた

い。 

274 

デモで捌け口を在日外国人に向

けているのが現状である。その怒り

を抑えるためにも、職を探してあげ

たり生活保護費を少し出してあげ

たりしたほうが良い。 

275 

在日朝鮮人の人々が少しでも快

適に暮らせるような更なる社会制

度の充実を期待したい。 

276 

在日朝鮮人への生活保護支給額

を減額すべきである。但し、在日朝

鮮人には就職や昇進に対して大き

な不利があることを考慮して、支給

額減額の代替措置として、公共団体

が運用する職業施設を設立し、そこ

で就職に難がある者やより高額な

給与を求めた者に対して就職の門

戸を開いてはどうか。 

277 

川崎市には他に急いですること

があるはずである。特に外国人生活

補助費支給停止、朝鮮小中学校補助

費支給停止等をして若年日本人の

生活を守る事が先である。 

278 
朝鮮人学校への補助金を出して

ほしい。 
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279 

テロや人殺しを美化する外国人

が、日本でテロや人殺しを賛美する

活動を行ったとしても、それを批判

したり、危険性を啓発する事はヘイ

トスピーチとされるが、外国人によ

るテロや人殺しに怯えている人が、

実際には居るという事を理解して

ほしい。 

今回の意見募集の趣旨・範囲とは異なりま

す。 

Ｅ 

280 
外国人も日本人も政治的意見を

自由に言えるべきである。 

281 
制度上、政府から独立した人権救

済措置機関の設置が必要。 



「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する 

法律に基づく「公の施設」利用許可に関するガイドライン」新旧対照表 

意見
番号 

修正 
箇所 

修正後 修正前 

№19 P.1 １ 目 的（3段落目）
  そこで、各施設の所管組織が、
各施設の設置・管理条例における
利用制限の検討・判断を行う際に
拠るべき基準として、本ガイドラ
インを策定し、多文化共生社会を
推進していくものである。

１ 目 的（3段落目）
  そこで、各施設の所管組織が、
各施設の設置・管理条例における
利用制限の検討・判断を行う際に
拠るべき基準として、本ガイドラ
インを策定する。

№20 P.1 １ 目 的（4 段落目）

  本ガイドラインの運用に当たっ
ては、表現の自由その他の日本国
憲法の保障する自由と権利を不当
に侵害することのないようにしな
ければならない。

１ 目 的（4 段落目）

  本ガイドラインの運用に当たっ
ては、表現の自由その他の日本国
憲法の保障する自由と権利を不当
に侵害することのないように留意
しなければならない。

№21 P.1 ２ 経 緯

（１）本市の基本的立場

  ア 憲法及び法令を尊重遵守し
なければならない。表現の
自由等の人権について、そ
の安易な規制は避けなけれ
ばならない。

.  イ 川崎市人権施策推進基本計
画（平成 19年 2月策定、平
成 27年 3月改定。）におい
て、その基本理念の一つと
して「あらゆる差別の撤廃
と人権侵害の防止」を掲げ
ている。

  ウ 川崎市多文化共生社会推進
指針を改定（平成 27年 10
月）し、新設した重点課題
の一つとして「差別解消施
策の検討」を掲げている。

２ 経 緯

（１）本市の基本的立場

  （記載なし）

ア 川崎市人権施策推進基本計
画（平成 19年 2月策定、平
成 27年 3月改定。）におい
て、その基本理念の一つと
して「あらゆる差別の撤廃
と人権侵害の防止」を掲げ
ている。

  イ 川崎市多文化共生社会推進
指針を改定（平成 27年 10
月）し、新設した重点課題
の一つとして「差別解消施
策の検討」を掲げている。

№51 P.2 ３ 対象（4行目）
  施設の設置・管理者が適切に判
断する。

３ 対象（4行目）
  施設の設置・管理者が適切に判
断する必要があるものと考える。

№155 P.4 （３）判断方法

 ウ（3行目）
  その利用によって、他の利用者
の生命、身体、自由、名誉若しく
は財産が侵害され、

（３）判断方法

 ウ（3行目）
 その利用によって、他の利用者
の人権が侵害され、

資料 ２
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１ 目 的 

  公の施設は「住民の福祉を増進する目的」で設けられており、住民の利用は「正当な理

由」がない限り拒んではならないと定められている（地方自治法第 244条）。したがって
その利用申請については、憲法、地方自治法等の観点から原則として許可をする必要があ

る。

しかし、平成 28年 6月 3日、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた
取組の推進に関する法律（以下「ヘイトスピーチ解消法」という。）が公布・施行され、

同法第４条第２項において、「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動

の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた

施策を講ずるよう努めるものとする。」と定められたことから、本市としても、施設管理

権を適切に行使し、公の施設において不当な差別的言動が行われることを制度的に防止す

ることが求められる。

そこで、各施設の所管組織が、各施設の設置・管理条例における利用制限の検討・判断

を行う際に拠るべき基準として、本ガイドラインを策定し、多文化共生社会を推進してい

くものである。

本ガイドラインの運用に当たっては、表現の自由その他の日本国憲法の保障する自由と

権利を不当に侵害することのないようにしなければならない。

２ 経 緯 

（１） 本市の基本的立場

ア 憲法及び法令を尊重遵守しなければならない。表現の自由等の人権について、その

安易な規制は避けなければならない。

イ 川崎市人権施策推進基本計画（平成 19年 2月策定、平成 27年 3月改定。）におい
て、その基本理念の一つとして「あらゆる差別の撤廃と人権侵害の防止」を掲げてい

る。

 ウ 川崎市多文化共生社会推進指針を改定（平成 27年 10月）し、新設した重点課題
の一つとして「差別解消施策の検討」を掲げている。

（２） 公園内行為不許可処分

本市では、平成 28年 5月 30日、公園内行為許可申請に対し「不当な差別的言動か
ら市民の安全と尊厳を守る」という観点から、全国初の不許可処分を行った。

（３） 川崎市人権施策推進協議会からの提言

平成 28年 7月 13日、市長から「ヘイトスピーチ対策に関すること」につき優先的に
審議することとの依頼を受けた川崎市人権施策推進協議会は、審議の結果、同年 12月
27日に優先審議事項報告書『ヘイトスピーチ対策に関する提言』を提出した。
同報告書では、「取り組むべき事項」として「ヘイトスピーチによる市民の被害を防

止するため、市が所管する公的施設（公園、市民館等）において、ヘイトスピーチが行
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ａ．特定の民族や国籍に属する集団を一律に排斥するもの

 例；「○○人は日本から出て行け」

ｂ．特定の民族や国籍に属する集団の生命、身体等に危害を加えるもの

  例；「○○人を皆殺しにしろ」

ｃ．特定の民族や国籍に属する集団を蔑称で呼ぶなどして、ことさらに誹謗中傷するもの  

例；「ゴキブリ○○人」

われないよう対処する必要がある。そのためには、条例の制定又は改正をすべきである

が、当面は、各施設の既存の条例の解釈を明確化すべく、早急に、公的施設の利用に関

するガイドラインを策定する必要がある。」と提言されている。

３ 対 象 

  本ガイドラインでは、地方自治法第 244条に定める「公の施設」（指定管理者制度導入
施設を含む。）であって本市の設置・管理条例で定めるものを対象とする。

  なお、これ以外の本市の施設に関しても、ガイドラインの対象となる施設に準じて、ヘ

イトスピーチ解消法の趣旨を踏まえ、施設の設置・管理者が適切に判断する。

４ 定 義 

（１）本ガイドラインにおいて「不当な差別的言動」とは、原則としてヘイトスピーチ解

  消法第２条に定める不当な差別的言動を言う。したがって、

の４つの要件を満たすことを要する。

また、同条ではその行為態様として「公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財

 産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑する」ことが例示されている。

なお、②の要件に関しては、平成 27年度法務省委託調査研究事業として公益財団法人
人権教育啓発推進センターが公表した「ヘイトスピーチに関する実態調査報告書」（平成

28年 3月）において、一般的にヘイトスピーチと指摘されることの多い内容として次の
３つの類型が挙げられていることが参考となる。

＊ どのような言動がヘイトスピーチ解消法第２条に定める「不当な差別的言動」に該当

するかの判断に当たっては、事案ごとに状況・文脈に応じて個別具体的に判断する必要

がある。

① 対象が「本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって

適法に居住するもの」であること

② 「差別的意識を助長し又は誘発する目的」を有すること

③ 「本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として」いること

④ 「本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する」ものであること
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＊ 公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）の適用を受ける選挙運動等については、同法
に基づいて、判断しなければならない。

（２）さらに、ヘイトスピーチ解消法第２条に規定する本邦外出身者以外の人々への不当な

差別的言動については、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約（人種差別撤

廃条約）のほか、ヘイトスピーチ解消法成立時の衆参両議院の法務委員会による附帯決

議（16頁以下参照）があり、これらの不当な差別的言動についても特段の配慮の上、
適切に対処すべきである。

５ 公の施設の利用制限に関する基本指針 

公の施設の利用申請については、原則として許可をする必要がある（地方自治法第 244
条）。そこで、利用制限に関する基本方針を次のとおりとする。

（１）利用制限の考え方

（２）手続等の概要

ア 利用制限の種類

公の施設において、利用許可の申請があった場合に「不当な差別的言動の行われ

るおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合（言動要件）」は、当該

公の施設の利用等につき、「警告」「条件付き許可」「不許可」「許可の取消し」とい

った利用制限を行うことができることとする [６ 利用制限の種類 参照]。
イ 「不許可」「許可の取消し」の要件

利用制限のうち、「不許可」「許可の取消し」については「当該施設利用において、

不当な差別的言動の行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる

場合（言動要件）」であり、かつ「その者等に施設を利用させると他の利用者に著し

く迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合（迷惑要件）」

と判断されるときに限って行うことができることとする。

ウ 第三者機関

「不許可」「許可の取消し」とする場合、判断及び手続の公正性・公平性・透明性

を担保するため、第三者機関から事前に意見聴取を行うこととする [７ 第三者機関

への意見聴取 参照]。
エ 許可後の対応

許可後に「不当な差別的言動の行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的

に認められる場合（言動要件）」と判断されることとなったときは、アからウに準じ

た対応を行うこととする。

オ 具体的な流れ

利用許可の申請から許可・不許可までの手続は、「９ 利用申請から許可・不許可

等の決定までの具体的な流れ」に規定したとおり行うこととする。

市が、公の施設の利用を制限することができる場合があるとしても、表現の自由に

対する過度の制約にならないよう配慮しなければならない。基準の文言は一定程度抽

象的にならざるを得ないことから、表現の自由の制約が過度にわたることがないよう

極めて例外的な場合に限定して解釈することが必要になる。特に主観的なおそれや抽

象的な可能性だけをもって利用を制限することがあってはならない。



- 4 - 

（３）判断方法

  ア 各施設の所管組織は「不当な差別的言動の行われるおそれが客観的な事実に照らし

て具体的に認められる場合（言動要件）」に該当するか否かの判断に当たっては、そ

の該当性が利用申請書等の記載から明らかでない場合は、申請者・団体側の情報発信

（告知内容）等を確認するほか、申請者・団体の性質及び活動歴等も勘案の上、総合

的に判断しなければならない。

  イ 各施設の所管組織が総合的な判断をするに当たっては、市民文化局人権・男女共同

参画室に情報提供を求めることができる。

 ウ 各施設の所管組織が「その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及

ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合（迷惑要件）」に該当する

という判断をするに当たっては、その利用によって、他の利用者の生命、身体、自由、

名誉若しくは財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険があり、これを回避する

必要性が優越する場合に限られなければならない。そして、その危険性の程度として

は、単に危険な事態を生じる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫っ

た危険の発生が具体的に予見されることが必要である。

なお、他者の実力での妨害により紛争が生じるおそれを理由に平穏な集会を拒否

   できるのは、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な

事情がある場合に限られる。

  エ さらに、ウの判断に当たっては、当該施設の性質・形態を考慮しなければならない。

例えば、公園等の屋外施設の場合には、他の利用者の迷惑については想定しやすいが、

市民館の会議室のように閉鎖型で個々に独立した形態の場合には、参加者が特定又は

少数の場合は他の利用者の迷惑自体が想定し難い。

  ※ この際、文書、ウェブページ等判断の根拠となった証拠類については各施設の所管

組織において保管しなければならない。

地方自治法

（公の施設）

第 244 条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための
施設（これを公の施設という。）を設けるものとする。

２ 普通地方公共団体（次条第 3 項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。）は、正
当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。

３ 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをして

はならない。
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６ 利用制限の種類 

 利用制限のうち、「不許可」は、集会・表現の自由に対する最も重大な制約となるもの

である。本ガイドラインを策定する契機となった『ヘイトスピーチ対策に関する提言』（平

成 28 年 12 月 27 日川崎市人権施策推進協議会）においても、「公的施設の利用について
は、憲法及び地方自治法の観点から許可を原則としなければならない。」とされ、「集会・

表現の自由を損なわないよう、ガイドラインにおいて規制対象や手続を明確にして、慎重

に運用しなければならない。」とされている。

したがって、「不許可」「許可の取消し」という対応は、極めて限定的な場合に限って行

うこととし、他のより制限的でない手段の選択が可能な場合には、まずその手段を選択し

なければならないこととする。

なお、利用制限を行った場合、市民文化局人権・男女共同参画室に速やかに報告を行う

こととする。また、報告を受けた同室は、その処分内容等につき適時公表する。

（１） 警 告

申請された集会等で不当な差別的言動を行わないように警告をした上で許可するも

のである。

これは、申請者が不当な差別的言動を行う意思がないと表明していても、各施設の所

  管組織において、それが行われる可能性が高くはないがあると判断された場合に、行政

指導の一環として発することができることするものである。この警告は文書で行い、行

った場合は記録簿等を作成し記録する。

行政指導である以上、あくまでも相手方の任意又は合意を前提として行政目的を達

成しようとするものであり、ここでの警告は不当な差別的言動を行わないよう働きかけ

る事実行為に過ぎない。したがって、「その相手方がこれに従わなかったことを理由と

して、不利益な取扱いをしてはならない」（川崎市行政手続条例第 30条第 2項）。また、
「申請をした者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行

政指導を継続すること等により当該申請をした者の権利の行使を妨げるようなことを

してはならない」（同条例第 31条）。

（文例）           施設利用をされる皆様へ 

ヘイトスピーチ解消のための法律が施行されています。 

各施設の利用に当たりましては、同法に定める不当な差別的言動を行わないこと等、 

関係法規を遵守してください。 

民族や国籍等の違いを超え、互いの人権を尊重しあう社会をともに築きましょう。 

川崎市
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（２）条件付き許可

不当な差別的言動を行わないことを条件として、利用を許可するものである。

これは、不当な差別的言動が行われる可能性が高いが、具体的に明らかとまでは言え

ない場合に、「ヘイトスピーチ解消法が定める不当な差別的言動を行わないこと」とい

った条件を付した上で許可処分を行うことができるとするものである。

条件は、各条例が認めた裁量の範囲内で付すことができる。

（３）不許可

「当該施設利用において、不当な差別的言動の行われるおそれが客観的な事実に照ら

して具体的に認められる場合（言動要件）」であり、かつ「その者等に施設を利用させ

ると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白

な場合（迷惑要件）」に該当すると各施設の所管組織において判断したときには、原則

として「７ 第三者機関への意見聴取」で定める第三者機関に意見聴取を実施した上で、

不許可とすることができる。

（４）許可の取消し

許可決定後に、「当該施設利用において、不当な差別的言動が行われるおそれが客観

的な事実に照らして具体的に認められる場合（言動要件）」であり、かつ「その者等に

施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実

に照らして明白な場合（迷惑要件）」に該当すると各施設の所管組織において判断した

ときには、原則として第三者機関に意見聴取をした上で、市行政手続条例に則り、許可

を取り消すことができる。

７ 第三者機関への意見聴取 

６（３）及び（４）により意見を求められる第三者機関については次のとおりとする。

（１） 第三者機関の位置付け・構成

ア この機関は、市長の附属機関たる川崎市人権施策推進協議会の下に部会として設置

する。

イ 各施設の所管組織からの依頼に基づき、その当否を審議し、意見を述べる。

ウ 部会の事務局は、市民文化局人権・男女共同参画室に置く。

（例）条例第●条に基づき、次の各号に該当する場合は、許可を取り消すことがある。

（ｘ） 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

（ヘイトスピーチ対策法）第２条に規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言

動」を行う場合。
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（２） 意見聴取の手続

ア 各施設の所管組織は、意見聴取のために部会の開催を求める場合、事務局に申し出

る。この際、申請書の他、当該判断に至った資料等を併せて提出するものとする。

イ 部会は、必要があると認めるときは、所管課、申請者等に意見書又は資料の提出を

求めること及び事実を述べさせること等その他必要な調査を行う。

ウ 部会は「当該施設利用において、不当な差別的言動の行われるおそれが客観的な事

実に照らして具体的に認められる場合（言動要件）であり、かつ、その者等に施設を

利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照ら

して明白な場合（迷惑要件）」に該当するか否かについて審議する。

エ 審議結果に基づき意見書を作成する。部会に所属する委員間で判断・意見が一致し

ない場合、各判断・意見を併記する。

オ 調査審議の結果は、個人情報に触れる部分を除き、市のホームページ等で公開する。

（３） 審議結果の取扱い

表現の自由等の重要性に鑑み、同部会に所属する委員が全員一致で、（２）ウの要件

に該当すると判断した場合には、各施設の所管組織は、その判断及び表現の自由等の重

要性を総合的に斟酌して最終判断を行う。

（４） 各施設の所管組織の対応

各施設の所管組織においては、現行の標準処理期間を確認し、各施設の事情等を勘案

した上で、必要に応じて本ガイドラインの定める手続実施に適合した適切な標準処理期

間へ変更する。

８ 市の各施設への具体的な適用 

（１） 都市公園の場合

川崎市都市公園条例

（行為の制限）

第３条

４ 市長は、第１項各号に掲げる行為が、都市公園の利用に支障を及ぼさないと認め

る場合に限り、第１項又は第３項の許可を与えることができる。

５ 市長は、第１項又は第３項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で、条件

を付けることができる。

（監督処分） 

第２２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定による

許可若しくは承認（第７条第２項の承認を除く。以下この項及び次項において同じ。）

を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原

状回復若しくは都市公園より退去を命ずることができる。
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ア 警 告

申請者が不当な差別的言動を行う意思がないと表明していても、それが行われる

可能性が高くはないがあると判断された場合に、行政指導の一環として、文書をも

って申請された集会等で不当な差別的言動を行わないように警告を行うことができ

るものとする。

イ 条件付き許可

不当な差別的言動が行われる可能性が高いが、具体的に明らかとまでは言えない

場合には「ヘイトスピーチ解消法が定める不当な差別的言動を行わないこと」とい

う条件を付した上で、川崎市都市公園条例第３条第５項に基づき「都市公園の管理

のため必要な範囲で、条件を付けることができる」に該当するものとして許可処分

を行うことができるものとする。

ウ 不許可

都市公園において、「当該施設利用において、不当な差別的言動の行われるおそれ

が客観的な事実に照らして具体的に認められる場合（言動要件）であり、かつ、そ

許可条件（許可書裏面）

１ 公園の施設・樹木等を破損しないように注意するとともに、破損した場合は、申請者の負担で元の

状態に戻すこと。

２ 一般の公園利用を妨げないこと。また、事故が発生しないように注意し、第三者に損害を与えた場

合は、申請者の負担で処理すること。

３ 申請した面積及び指定された区域以外を使用しないこと。

４ 終了後は後片付けを速やかに行い、ごみは持ち帰るなど申請者が責任をもって処理すること。

５ 公園の施設に看板、ポスター、その他を取り付けないこと。

６ 公園内の電気を使用しないこと。

７ 公園内で火気を使用しないこと。また、危険物を持ち込まないこと。

８ 公園内に車両を乗り入れないこと。また、近隣住民の迷惑となるため、周辺道路に駐車しないこと。

９ 公園の維持管理上又は公益上必要が生じた場合は、許可を取り消し、使用の中止を求めることがあ

ります。

10 都市公園法及び川崎市都市公園条例・同条例施行規則を守ること。
11 その他必要な事項は、その都度所管の道路公園センターと協議し、その指示に従うこと。

(１) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者 

(２) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者 

(３) 偽り、その他不正な手段により、この条例の規定による許可又は承認を受け

た者



- 9 - 

の者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客

観的な事実に照らして明白な場合（迷惑要件）」に該当すると判断したときには、他

の利用者の通常の利用に迷惑や差し障り、差し支えがあることから、川崎市都市公

園条例第３条第４項にいう「都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合」に

該当しないものとして不許可とすることができるものとする。

エ 許可の取消し

    都市公園において、許可後に「当該施設利用において、不当な差別的言動の行われ

るおそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合（言動要件）であり、か

つ、その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあること

が客観的な事実に照らして明白な場合（迷惑要件）」に該当すると判断したときには、

許可条件（条件９；「公園の維持管理上又は公益上必要が生じた場合は、許可を取り

消し、使用の中止を求めることがあります。」）違反を理由に、川崎市都市公園条例第

２２条第１項第２号「条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者」

に該当するものとして許可を取り消すことができるものとする。

（２） 市民館の場合

川崎市市民館条例

（使用許可）

第５条 市民館の施設及び設備を使用しようとする者は、教育委員会（以下「委員会

という。」の許可を受けなければならない。

（使用許可の制限）

第８条 委員会は、次の各号の一に該当すると認める場合は、市民館の施設及び設備

の使用を許可しない。

１ 施設及び設備をき損するおそれがあるとき。

２ 管理上支障があるとき。

３ その他委員会が使用を不適当と認めるとき。

（使用許可の取消し等）

第９条 委員会は、第５条の許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、その

許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

（１） 使用目的に反したとき。

（２） 偽りその他不正の行為により許可を受けたとき。

（３） 災害その他の事故により使用できなくなったとき。

（４） 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。

（５） 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
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ア 警 告

申請者が不当な差別的言動を行う意思がないと表明していても、それが行われる可

能性が高くはないがあると判断された場合には、許可後においても行政指導の一環と

して、文書をもって申請された集会等で不当な差別的言動を行わないように警告を行

うことができるものとする。

イ 条件付き許可

不当な差別的言動が行われる可能性が高いが、具体的に明らかとまでは言えない場

合には「ヘイトスピーチ解消法が定める不当な差別的言動を行わないこと」という条

件を付した上で、許可処分を行うことができるものとする（川崎市市民館条例第５条）。

ウ 不許可

市民館等において、「当該施設利用において、不当な差別的言動の行われるおそれ

が客観的な事実に照らして具体的に認められる場合（言動要件）であり、かつ、その

者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観

的な事実に照らして明白な場合（迷惑要件）」に該当すると判断したときには、施設

管理権を適切に行使し、市の施設において不当な差別的言動が行われることを制度的

に防止することが求められることから、川崎市市民館条例第８条第３号に基づき「使

用を不適当と認めるとき」に該当するものとして不許可とすることができるものとす

る。

エ 許可の取消し

市民館において、許可後に「当該施設利用において、不当な差別的言動の行われる

おそれが客観的な事実に照らして具体的に認められる場合（言動要件）であり、かつ、

その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが

客観的な事実に照らして明白な場合（迷惑要件）」に該当すると判断したときには、

川崎市市民館条例第９条第５号に基づき「使用を不適当と認めるとき」に該当するも

のとして許可を取り消すことができるものとする。

（３）上記以外の公の施設の場合

上記（２）に相当する各施設の設置・管理条例の規定を根拠として行うこととする。

９ 利用申請から許可・不許可等の決定までの具体的な流れ 

公の施設の利用申請の手続については、施設の窓口等で申請する場合と、川崎市公共施

設利用予約システム（以下「ふれあいネット」という。）による場合がある。

それぞれの手続の流れについては、次の図のとおり。

なお、ふれあいネットでは、自動抽選後の予約確定時に使用申請があったものとされ、

多くの場合、利用当日に施設において鍵の受け渡し（指定管理施設では料金支払い）を行

う際に許可が行われている。
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（１） 申請書によるケース  

ＮＯ．               ＹＥＳ．

② 受 付

③ 「不当な差別的言動の行われる可能性が、客観的な事実に

照らして具体的に認められる場合（言動要件）」

に該当するおそれがあるか。

④ 具体的検討・総合的判断

① 申 請

明白な場合 明白でない場合

利用申請書等の記載から

＜判断要素＞

等

＜確認手段＞

□ウェブページ等の閲覧

□イベント告知のチラシ

□申請者等からの聞き取り 等

申請者側の情報発信
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ＮＯ．                 ＹＥＳ．

⑤ 「その者等に施設を利用させると他の利用者に著しく迷惑を及ぼす危険

のあることが客観的な事実に照らして明白な場合（迷惑要件）」に該当

するおそれがあるか。

【最終判断】第三者機関の判断及び表現の自由等の重要性を

総合的に斟酌して最終判断を行う。

＜確認手段＞

□広く庁内外の関係部局からの情報収集

□主催者のウェブページや運動告知掲示板に加え、反対する側も含め

て広く情報発信を注視（及び要証拠保全）。

□広く関係者からの聞き取り（対面、電話、メール等）

□広く関係者の関係イベントでの発言内容等過去の言動   

□利用申請施設の性質（開放型か閉鎖型か等） 等

⑥ 第三者機関への意見聴取

⑦－１ 許 可 ⑦－３ 条件付で許可 ⑦－４ 不許可⑦－２ 警 告

不服申立

【一次判断】所管組織において③（言動要件）及び⑤（迷惑要件）に

該当すると判断したか。
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⑧ 当該施設利用において、③（言動要件）及び⑤（迷惑要件）に該当することが

判明したと判断したとき

【許 可 後】

【最終判断】第三者機関の判断及び表現の自由等の重要性を

総合的に斟酌して最終判断を行う。

許可を取り消す。 許可を取り消さない。

条件付き許可に変更する。

ア 許可を取り消す処分を

しようとするとき。

イ アに規定するもののほ

か、名宛人の資格又は地位

を直接に剥奪する不利益

処分をしようとするとき。

ウ ア及びイに掲げる以外

の場合であって行政庁が

相当と認めるとき。

⑨ 第三者機関への意見聴取

⑩－１ 聴 聞

聴聞の要件に該当

しないとき。

ア 公益上緊急に不利益処

分をする必要があるとき。

イ 法令上必要な資格がな

かった又は失われたこと

が判明したとき。

ウ 納付すべき金額の確定、

一定の額の金銭納付義務

を課す、金銭支給の制限を

しようとするとき。 等

⑩－２ 弁明の機会

  の付与

⑩－３ 除 外

⑪－１ 許可の取消し（理由の提示）、条件付き許可

変更なし。

⑪－２ 変更なし

警告
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（２）ふれあいネットによるケース

  ※屋内施設の場合

                          市民館等の利用

   パソコン、携帯電話、            （４か月前の 17日～23日）
   利用端末等             

     ↓         

   申請書を提出する場面が

   ないことから申請書の

審査という過程は不存在          

（毎月 24日）

                        （毎月 25日～28日）
＝使用申請

           （毎月 29日～） 

            ＝使用申請

１０ 本ガイドラインの適用時期 

このガイドラインは、策定・公表の日から起算して６月を超えない範囲内において

別途通知する日から施行する。

① 抽選申込

利用者登録

② 自動抽選

③ 予約確定

④ 随時申込

⑤ 予約確定

⑦ 許  可

⑥ この間に各所管組織は

（１）同様の判断を行う。

⑧ 利  用
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１１ 資料編 

資料１ 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律 

（平成２８・６・３ 法６８） 

我が国においては、近年、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、適法

  に居住するその出身者又はその子孫を、我が国の地域社会から排除することを煽動する不当な差別

的言動が行われ、その出身者又はその子孫が多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深

刻な亀裂を生じさせている。

 もとより、このような不当な差別的言動はあってはならず、こうした事態をこのまま看過するこ

とは、国際社会において我が国の占める地位に照らしても、ふさわしいものではない。

 ここに、このような不当な差別的言動は許されないことを宣言するとともに、更なる人権教育と

人権啓発などを通じて、国民に周知を図り、その理解と協力を得つつ、不当な差別的言動の解消に

向けた取組を推進すべく、この法律を制定する。

第１章 総則

（目的）

第１条  この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに

 鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするととも

に、基本的施策を定め、これを推進することを目的とする。

（定義）

第２条 この法律において、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にあ

る国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの（以下この条におい

て「本邦外出身者」という。）に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、

身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するな

ど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から

排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。

（基本理念）

第３条 国民は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性に対する理解を深めると

ともに、本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう努めなければ

ならない。

（国及び地方公共団体の責務）

第４条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関する施策を実施す

るとともに、地方公共団体が実施する本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取

組に関する施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずる責務を有する。

２ 地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との

適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。
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第２章 基本的施策

（相談体制の整備）

 第５条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これ

に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制を整備するものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動に関する相談に的確に応ずるとともに、これに関する紛争の防止又は解決を

図ることができるよう、必要な体制を整備するよう努めるものとする。

（教育の充実等）

第６条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するととも

に、そのために必要な取組を行うものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動を解消するための教育活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行

うよう努めるものとする。

（啓発活動等） 

第７条 国は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消の必要性について、国民に周知し、そ

の理解を深めることを目的とする広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取

組を行うものとする。

２ 地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じ、本邦外出身者に対

する不当な差別的言動を解消の必要性について、住民に周知し、その理解を深めることを目的とす

る広報その他の啓発活動を実施するとともに、そのために必要な取組を行うよう努めるものとする。

附 則

（施行期日）

１ この法律は、公布の日から施行する。

 （不当な差別的言動に係る取組についての検討）

２ 不当な差別的言動に係る取組については、この法律の施行後における本邦外出身者に対する不当な

差別的言動の実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられるものとする。

資料２ 参議院法務委員会 附帯決議（平成 28年 5 月 12 日） 

  国及び地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに

鑑み、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきである。

 一 第２条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差

別的言動であっても許されるとの理解は誤りであり、本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の

人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み、適切に対処すること。

 二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の内容や頻度は地域によって差があるものの、これが地

域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体においては、国と同様に、その解消に向けた取

組に関する施策を着実に実施すること。

 三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者の対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発す
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る行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

資料３ 衆議院法務委員会 附帯決議（平成 28年 5 月 20 日） 

  国及び地方公共団体は、本法の施行に当たり次の事項について特段の配慮をすべきである。

 一 本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、

第 2 条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別
的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること。

 二 本邦外出身者に対する不当な差別的言動が地域社会に深刻な亀裂を生じさせている地方公共団体

においては、その内容や頻度の地域差に適切に応じ、国とともに、その解消に向けた取組に関する

施策を着実に実施すること。

 三 インターネットを通じて行われる本邦外出身者等に対する不当な差別的言動を助長し、又は誘発

する行為の解消に向けた取組に関する施策を実施すること。

 四 本邦外出身者等に対する不当な差別的言動のほか、不当な差別的取扱いの実態の把握に努め、そ

れらの解消に必要な施策を講ずるよう検討を行うこと。

資料４ 参議院法務委員会「ヘイトスピーチの解消に関する決議」（平成 28 年 5 月 26 日） 

  「ヘイトスピーチ、許さない。」

  ヘイトスピーチ解消の啓発活動のために法務省が作成したポスターは力強くそう宣言する。

  従来、特定の民族や国籍など本人の意思では変更困難な属性を根拠に、その者たちを地域社会ひい

ては日本社会から排除しようという言動であるヘイトスピーチについて、それが不特定多数に向けら

れたものの場合、法律の立場は明確ではなかった。

  しかし、個人の尊厳を著しく害し地域社会の分断を図るかかる言論は、決して許されるものではな

い。このため、本委員会において、ヘイトスピーチによって被害を受けている方々の集住地区の視察

などをも踏まえて真摯な議論を重ねた結果、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた

取組の推進に関する法律、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が５月１２日に本委員会で全会一致、

１３日の本会議でおいて賛成多数で可決され、２４日の衆議院本会議において、可決・成立した。同

法は、国連の自由権規約委員会、人種差別撤廃委員会などからの要請をも踏まえたものである、

  平成３２年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた共生社会の実現のためにも、ヘイトスピ

ーチの解消に向けて取り組むことは、党派を超えた喫緊の重要課題である。今般成立したヘイトスピ

ーチ解消法は、ヘイトスピーチの解消に向けた第一歩であるが、終着点ではない。引き続き、法務省

の「外国人の人権状況に関する調査」を始めとする実態調査や国会における議論を通じて立法事実を

明らかにしていくことが、私たちに課せられ使命である。

  全国で今も続くヘイトスピーチは、いわゆる在日コリアンだけでなく、難民申請者、オーバーステ

イ、アイヌ民族に対するものなど多岐にわたっている。私たちは、あらゆる人間の尊厳が踏みにじら

れていることを決して許すことはできない。

  よって、私たちは、ヘイトスピーチ解消及び被害者の真の救済に向け、差別のない社会を目指して

不断の努力を積み重ねていくことを、ここに宣言する。
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資料５ 公園内行為許可申請の不許可処分に関する市長コメント（平成 28 年 5 月 31 日） 

  昨日、富士見公園ふれあい広場及び稲毛公園に対する６月５日の公園内行為許可申請について「不

許可処分」とし、申請者に通知を発しました。本市は、違いを豊かさとして認め合いながら発展して

きた多文化共生のまちであり、これまで市内でヘイトスピーチデモが行われてきたことは誠に遺憾で

あり、大変残念なことでありました。

  今般、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の成立に

より、国の意思が明確に示されたことを受け、本市としても、地域の実情に応じた施策を講じるべく

様々な御意見を伺いながら、慎重に検討を重ねた結果、当該申請者が、過去において、成立した法で

定める言動等を行ってきた事実に鑑み、今回も同様の言動等が行われる蓋然性が極めて高いものと判

断し、不当な差別的言動から市民の安全と尊厳を守るという観点から、このような判断に至りました。

資料６ 川崎市におけるヘイトスピーチへの断固たる措置を求める要望書（平成 28 年 5 月 30 日） 

  上記の要望書を別紙のとおり、提出いたします。 

 平成 28年 5月 30 日 

 川崎市長 福 田 紀 彦 様 

                               川崎市議会議長 石 田 康 博 

（別紙） 

  今月２４日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が

国会で成立したことは、人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃にむけたまちづくりを推進するための第

一歩となるものと考えます。 

  しかし、このような国の動きにも関わらず、６月５日に川崎市でデモを行うという予告がされてい

ます。 

  デモの主催者は、過去にヘイトスピーチを伴うデモを市内で繰り返しており、もはや本市議会とし

てもこれを看過することはできません。 

  今回成立した法律には、罰則や禁止事項がなく、非常に難しい判断になると考えられますが、川崎

市におかれましては、市内におけるたび重なるヘイトスピーチを根絶すべく、断固たる措置を講ぜら

れるよう、強く要望いたします。 

資料７ あらゆる差別の撤廃に向けたまちづくりの推進に関する決議（平成 28 年 3 月 18 日） 

  特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動、いわゆるヘイトスピーチを巡っては、平成２６年 

 ８月、国際連合人種差別撤廃委員会が、日本の状況に懸念を示し、政府に対して、毅然とした対処を

実施することなどを求める勧告を行った。 

  国内でも同年１２月、最高裁判所において、特定の民族や国籍の人々に対する差別的言動について

違法性を認めた大阪高等裁判所の判決が確定した。 

  しかしながら、現在もヘイトスピーチは各地で行われており、終息の兆しは見えてこない。 

  本市は、これまで日本各地や海外から多くの人々が移り住み、活気あふれる「多文化共生のまち」

として成長を続け、また、２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する海外の
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選手らと地域住民の交流を促進する政府のホストタウン構想で、英国のホストタウンとしても登録さ

れており、そうした中、地域に暮らす外国人に対するヘイトスピーチが行われることは許されない。 

  よって、本市議会は、執行機関において実態調査など、ヘイトスピーチを根絶するための取組を早

急に行われるよう強く求まるとともに、人権を尊重し、あらゆる差別の撤廃に向けたまちづくりを推

進するために全力を尽くすことを強く決意するものである。 

  以上、決議する。 

   平成２８年３月１８日 

                                        川崎市議会 

資料８ ヘイトスピーチ対策に係る法整備を求める要望について（平成 28 年 3 月 14 日） 

本市では、現在１２０を超える国籍・地域の外国人市民の方々約３万人が暮らし、国籍や民族、文

化の違いを豊かさとして活かし、すべての人が互いに認め合い、人権が尊重され、自立した市民とし

て共に暮らすことができる「多文化共生社会」の実現をめざしております。 

これまで全国に先駆けて外国人市民代表者会議の条例設置や、多文化共生社会推進指針を策定する

など、外国人市民施策に取り組んでまいりました。 

そうした中、近年、特定の国籍の外国人などを排斥し、差別を助長する趣旨の、いわゆるヘイトス

ピーチなど外国人を巡る人権問題について憂慮すべき状況が社会問題化しており、こうした言動は

人々に不安感や嫌悪感を与えるだけでなく、一人ひとりの人権が尊重され共に生きる社会をめざす本

市の姿勢と相容れざるものと言えます。 

平成２６（２０１４）年７月には国連自由権規約委員会から、８月には国連人種差別撤廃委員会か

らわが国に対し、ヘイトスピーチへの対応や規制を求める内容の厳しい勧告が相次いで出されたとこ

ろです。 

わが国においては、平成３２（２０２０）年には東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、

今後、多くの外国人が来訪することが予想されるところでもあります。 

本市としては、こうした新たな状況に対応するため、あらゆる施策に人権尊重の視点を反映すると

ともに、これまでの取組を土台に平等と多様性（ダイバーシティ）を尊重しながら国際的な視点に立

って一人ひとりの人間の尊厳を最優先する施策を推進してまいります。 

国におかれては、ヘイトスピーチの規制など法整備等による実効性のある対策を早急に講じるとと

もに、啓発活動の充実など一層の取組みの強化を要望します。 

平成２８（２０１６）年３月１４日 

内閣総理大臣 安倍 晋三様 

総務大臣 高市 早苗様 

法務大臣 岩城 光英様 

川崎市長 福田 紀彦 
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資料９ 泉佐野市民会館事件最高裁判決 （損害賠償請求事件、最高裁判所 平成元年(オ)第 762 号、 

平成 7年 3月 7日第 3小法廷判決） 

主 文  本件上告を棄却する。 

     上告費用は上告人らの負担とする。 

理 由  

一 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。 

 １ 上告人らは、昭和五九年六月三日に市立泉佐野市民会館（以下「本件会館」という。）ホールで「関

西新空港反対全国総決起集会」（以下「本件集会」という。）を開催することを企画し、同年四月二

日、上告人Ａ１が、泉佐野市長に対し、市立泉佐野市民会館条例（昭和三八年泉佐野市条例第二七

号。以下「本件条例」という。）六条に基づき、使用団体名を「Ｅ委員会」として、右ホールの使用

許可の申請をした（以下「本件申請」という。）。 

 ２ 本件会館は、被上告人が泉佐野市民の文化、教養の向上を図り、併せて集会等の用に供する目的

で設置したものであり、南海電鉄泉佐野駅前ターミナルの一角にあって、付近は、道路を隔てて約

二五〇店舗の商店街があり、市内最大の繁華街を形成している。本件会館ホールの定員は、八一六

名（補助席を含めて一〇二八名）である。 

 ３ 本件申請の許否の専決権者である泉佐野市総務部長は、左記の理由により、本件集会のための本

件会館の使用が、本件会館の使用を許可してはならない事由を定める本件条例七条のうち一号の「公

の秩序をみだすおそれがある場合」及び三号の「その他会館の管理上支障があると認められる場合」

に該当すると判断し、昭和五九年四月二三日、泉佐野市長の名で、本件申請を不許可とする処分（以

下「本件不許可処分」という。）をした。 

 (一) 本件集会は、Ｅ委員会の名義で行うものとされているが、その実体はいわゆるＧ派（Ｈ委員

会）が主催するものであり、Ｇ派は、本件申請の直後である四月四日に後記の連続爆破事件を起

こすなどした過激な活動組織であり、Ｉ連合会等の各種団体からいわゆる極左暴力集団に対して

は本件会館を使用させないようにされたい旨の嘆願書や要望書も提出されていた。このような組

織に本件会館を使用させることは、本件集会及びその前後のデモ行進などを通じて不測の事態を

生ずることが憂慮され、かつ、その結果、本件会館周辺の住民の平穏な生活が脅かされるおそれ

があって、公共の福祉に反する。 

 (二) 本件申請は、集会参加予定人員を三〇〇名としているが、本件集会は全国規模の集会であっ

て右予定人員の信用性は疑わしく、本件会館ホールの定員との関係で問題がある。 

 (三) 本件申請をした上告人Ａ１は、後記のとおり昭和五六年に関西新空港の説明会で混乱を引き

起こしており、また、Ｇ派は、従来から他の団体と対立抗争中で、昭和五八年には他の団体の主

催する集会に乱入する事件を起こしているという状況からみて、本件集会にも対立団体が介入す

るなどして、本件会館のみならずその付近一帯が大混乱に陥るおそれがある。 

 ４ 本件集会に関連して、上告人らないしＧ派については、次のような事実があった。 

  (一)(１) 本件集会の名義人である「Ｅ委員会」を構成する六団体は、関西新空港の建設に反対し、

昭和五七年、五八年にも全国的規模の反対集会を大阪市内の扇町公園で平穏に開催するな

どしてきた。 
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    (２) 右六団体の一つで上告人Ａ１が運営委員である「泉佐野・新空港に反対する会」は、本

件会館小会譲室で過去に何度も講演等を開催してきた。 

     (３) 上告人Ａ２が代表者である「Ｅ委員会」は、反対集会を昭和五二年ころから大阪市内の

中之島中央公会堂等で平穏に開催してきた。 

 (二)(１) ところが、昭和五九年に至り、関西新空港につきいよいよ新会社が発足し、同年中にも

工事に着手するような情勢になってくると、「Ｅ委員会」と密接な関係があり、本件集会につ

いて重要な地位を占めるＧ派は、関西新空港の建設を実力で阻止する闘争方針を打ち出し、

デモ行進、集会等の合法的活動をするにとどまらず、例えば、「１」 昭和五九年三月一日、

東京の新東京国際空港公団本部ビルに対し、付近の高速道路から火炎放射器様のもので火を

噴き付け、「２」 同年四月四日、大阪市内のＭ科学技術センター（関西新空港対策室が所在）

及び大阪府庁（Ｎ対策部が所在）に対し、時限発火装置による連続爆破や放火をして九人の

負傷者を出すといった違法な実力行使について、自ら犯行声明を出すに至った。Ｇ派は、特

に右「２」の事件について、その機関紙『Ｏ』において、「この戦闘は一五年余のたたかいを

ひきつぐ関西新空港粉砕闘争の本格的第一弾である。同時に三・一公団本社火炎攻撃、三・

二五三里塚闘争の大高揚をひきつぎ、五・二〇―今秋二期決戦を切り開く巨弾である。」とし

た上、「四・四戦闘につづき五・二〇へ、そして、六・三関西新空港粉砕全国総決起へ進撃し

よう。」と記載し、さらに、「肉迫攻撃を敵中枢に敢行したわが革命軍は、必要ならば百回で

も二百回でもゲリラ攻撃を敢行し、新空港建設計画をズタズタにするであろう。」との決意を

表明して、本件集会がこれらの事件の延長線上にある旨を強調している。 

     (２) Ｇ派は、本件不許可処分の日の前日である昭和五九年四月二二日、関西新空港反対闘争

の一環として、泉佐野市臨海緑地から泉佐野駅前へのデモ行進を行ったが、「四・四ゲリラ闘

争万才！ 関西新空港実力阻止闘争 Ｇ派」などと記載し、更に本件集会について「六・三

大阪現地全国闘争へ！」と記載した横断幕を掲げるなどして、本件集会が右一連の闘争の大

きな山場であることを明示し、参加者のほぼ全員がヘルメットにマスクという姿であり、そ

の前後を警察官が警備するという状況であったため、これに不安を感じてシャッターを閉じ

る商店もあった。 

 (３) 上告人Ａ１は、Ｇ派と活動を共にする活動家であり、昭和五六年八月に岸和田市民会館

で関西新空港の説明会が開催された際、壇上を占拠するなどして混乱を引き起こし、威力業

務妨害罪により罰金刑に処せられたことがあった。また、右(２)のデモ行進の許可申請者兼

責任者であり、自身もデモに参加してビラの配布活動等も行った。 

   (三) Ｇ派は、従来からいわゆるＱ派と内ゲバ殺人事件を起こすなど左翼運動の主導権をめぐって

他のグループと対立抗争を続けてきたが、本件不許可処分のされた当時、次のように、他のグル

ープとの対立抗争の緊張を高めていた。 

 (１) 昭和五八年七月一日、大阪市内の中之島中央公会堂でいわゆる第四インターの主催する

三里塚闘争関西集会が開催された際、Ｇ派が会場に乱入し、多数の負傷者や逮捕者を出し

た。 

     (２) Ｇ派は、同月一八日付けの機関紙『Ｏ』において、「すべての第四インター分子は断罪と

報復の対象である。絶対に等価以上の報復をたたきつけてやらなくてはならない。」と記述
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し、さらに、昭和五九年四月二日付けの同紙において、一〇年前にＲ大学でＧ派の同志が

虐殺された事件の犯人がＱ派の者であることを報じて「Ｓ」の中で「反革命Ｔをせん滅・

一掃せよ！」と記述し、同月二三日付けの同紙において、「四・四戦闘の勝利は同時に、四

―六月の三里塚二期、関西新空港闘争の大爆発の巨大な条件となっている。」とした上、「間

断なき戦闘と戦略的エスカレーションの原則にのっとりＳをさらに発展させよ。この全過

程を同時に脱落派、第四インター、Ｕ派など、メンシェビキ、解党主義的腐敗分子、反革

命との戦いで断固として主導権を堅持して戦い抜かなければならない。」と記述している。 

 ５ 上告人らは、本件会館の使用が許可されなかったため、会場を泉佐野市ｈ町の海浜に変更して本

件集会を開催したところ、Ｇ派の機関紙によれば二六〇〇名が結集したと報じられ、少なくとも約

一〇〇〇名の参加があった。 

二 原審は、右一の事実関係に基づき、次のように説示して、本件不許可処分が適法であるとした。 

(１) Ｇ派は、単に本件集会の一参加団体ないし支援団体というにとどまらず、本件集会の主体を

成すか、そうでないとしても、本件集会の動向を左右し得る有力な団体として重要な地位を占

めるものであった。 

(２) 本件集会が開催された場合、Ｇ派と対立する団体がこれに介入するなどして、本件会館の内

外に混乱が生ずることも多分に考えられる状況であった。 

(３) このような状況の下において、泉佐野市総務部長が、本件集会が開催されたならば、少なか

らぬ混乱が生じ、その結果、一般市民の生命、身体、財産に対する安全を侵害するおそれがあ

る、すなわち公共の安全に対する明白かつ現在の危険があると判断し、本件条例七条一号の「公

の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとしたことに責めるべき点はない。 

(４) また、本件集会の参加人員は、本件会館の定員をはるかに超える可能性が高かったから、本

件条例七条三号の「その他会館の管理上支障があると認められる場合」にも当たる。 

三 所論は、本件条例七条一号及び三号は、憲法二一条一項に違反し、無効であり、また、本件不許可

処分は、同項の保障する集会の自由を侵害し、同条二項前段の禁止する検閲に当たり、地方自治法二

四四条に違反すると主張するので、以下この点について判断する。 

 １ 被上告人の設置した本件会館は、地方自治法二四四条にいう公の施設に当たるから、被上告人は、

正当な理由がない限り、住民がこれを利用することを拒んではならず（同条二項）、また、住民の利

用について不当な差別的取扱いをしてはならない（同条三項）。本件条例は、同法二四四条の二第一

項に基づき、公の施設である本件会館の設置及び管理について定めるものであり、本件条例七条の

各号は、その利用を拒否するために必要とされる右の正当な理由を具体化したものであると解され

る。 

   そして、地方自治法二四四条にいう普通地方公共団体の公の施設として、本件会館のように集会

の用に供する施設が設けられている場合、住民は、その施設の設置目的に反しない限りその利用を

原則的に認められることになるので、管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは、憲法の

保障する集会の自由の不当な制限につながるおそれが生ずることになる。したがって、本件条例七

条一号及び三号を解釈適用するに当たっては、本件会館の使用を拒否することによって憲法の保障

する集会の自由を実質的に否定することにならないかどうかを検討すべきである。 

 ２ このような観点からすると、集会の用に供される公共施設の管理者は、当該公共施設の種類に応
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じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公共施設としての使命を十分達成せしめるよう適正

にその管理権を行使すべきであって、これらの点からみて利用を不相当とする事由が認められない

にもかかわらずその利用を拒否し得るのは、利用の希望が競合する場合のほかは、施設をその集会

のために利用させることによって、他の基本的人権が侵害され、公共の福祉が損なわれる危険があ 

る場合に限られるものというべきであり、このような場合には、その危険を回避し、防止するため

に、その施設における集会の開催が必要かつ合理的な範囲で制限を受けることがあるといわなけれ

ばならない。そして、右の制限が必要かつ合理的なものとして肯認されるかどうかは、基本的には、

基本的人権としての集会の自由の重要性と、当該集会が開かれることによって侵害されることのあ

る他の基本的人権の内容や侵害の発生の危険性の程度等を較量して決せられるべきものである。本

件条例七条による本件会館の使用の規制は、このような較量によって必要かつ合理的なものとして

肯認される限りは、集会の自由を不当に侵害するものではなく、また、検閲に当たるものではなく、

したがって、憲法二一条に違反するものではない。 

   以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決（最高裁昭和二七年（オ）一一五〇号同二八

年一二月二三日判決・民集七巻一三号一五六一頁、最高裁昭和五七年（行ツ）第一五六号同五九年

一二月一二日判決・民集三八巻一二号一三〇八頁、最高裁昭和五六年（オ）第六〇九号同六一年六

月一一日判決・民集四〇巻四号八七二頁、最高裁昭和六一年（行ツ）第一一号平成四年七月一日判

決・民集四六巻五号四三七頁）の趣旨に徴して明らかである。 

   そして、このような較量をするに当たっては、集会の自由の制約は、基本的人権のうち精神的自

由を制約するものであるから、経済的自由の制約における以上に厳格な基準の下にされなければな

らない（最高裁昭和四三年（行ツ）第一二〇号同五〇年四月三〇日大法廷判決・民集二九巻四号五

七二頁参照）。 

 ３ 本件条例七条一号は、「公の秩序をみだすおそれがある場合」を本件会館の使用を許可してはなら

ない事由として規定しているが、同号は、広義の表現を採っているとはいえ、右のような趣旨から

して、本件会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、本件会館で集会が開かれるこ

とによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止す

ることの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、

前記各大法廷判決の趣旨によれば、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、

明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であると解するのが相当である

（最高裁昭和二六年（あ）第三一八八号同二九年一一月二四日大法廷判決・刑集八巻一一号一八六

六頁参照）。そう解する限り、このような規制は、他の基本的人権に対する侵害を回避し、防止する

ために必要かつ合理的なものとして、憲法二一条に違反するものではなく、また、地方自治法二四 

四条に違反するものでもないというべきである。 

 そして、右事由の存在を肯認することができるのは、そのような事態の発生が許可権者の主観に

より予測されるだけではなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合でなけれ

ばならないことはいうまでもない。 

   なお、右の理由で本件条例七条一号に該当する事由があるとされる場合には、当然に同条三号の

「その他会館の管理上支障があると認められる場合」にも該当するものと解するのが相当である。 

四 以上を前提として、本件不許可処分の適否を検討する。 
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 １ 前記一の４の事実によれば、本件不許可処分のあった昭和五九年四月二三日の時点においては、

本件集会の実質上の主催者と目されるＧ派は、関西新空港建設工事の着手を控えて、これを激しい

実力行使によって阻止する闘争方針を採っており、現に同年三月、四月には、東京、大阪において、

空港関係機関に対して爆破事件を起こして負傷者を出すなどし、六月三日に予定される本件集会を

これらの事件に引き続く関西新空港建設反対運動の山場としていたものであって、さらに、対立す

る他のグループとの対立緊張も一層増大していた。このような状況の下においては、それ以前にお

いて前記一の４(一)のように上告人らによる関西新空港建設反対のための集会が平穏に行われたこ

ともあったことを考慮しても、右時点において本件集会が本件会館で開かれたならば、対立する他

のグループがこれを阻止し、妨害するために本件会館に押しかけ、本件集会の主催者側も自らこれ

に積極的に対抗することにより、本件会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行

使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、グループの構成員だけでなく、本件会館の職

員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるという事態を生ずることが、客観的事

実によって具体的に明らかに予見されたということができる。 

 ２ もとより、普通地方公共団体が公の施設の使用の許否を決するに当たり、集会の目的や集会を主

催する団体の性格そのものを理由として、使用を許可せず、あるいは不当に差別的に取り扱うこと

は許されない。しかしながら、本件において被上告人が上告人らに本件会館の使用を許可しなかっ

たのが、上告人らの唱道する関西新空港建設反対という集会目的のためであると認める余地のない

ことは、前記一の４(一)(２)のとおり、被上告人が、過去に何度も、上告人Ａ１が運営委員である

「泉佐野・新空港に反対する会」に対し、講演等のために本件会館小会議室を使用することを許可

してきたことからも明らかである。また、本件集会が開かれることによって前示のような暴力の行

使を伴う衝突が起こるなどの事態が生ずる明らかな差し迫った危険が予見される以上、本件会館の

管理責任を負う被上告人がそのような事態を回避し、防止するための措置を採ることはやむを得な

いところであって、本件不許可処分が本件会館の利用について上告人らを不当に差別的に取り扱っ

たものであるということはできない。それは、上告人らの言論の内容や団体の性格そのものによる

差別ではなく、本件集会の実質上の主催者と目されるＧ派が当時激しい実力行使を繰り返し、対立

する他のグループと抗争していたことから、その山場であるとされる本件集会には右の危険が伴う

と認められることによる必要かつ合理的な制限であるということができる。 

 ３ また、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催者の思想、信条に反

対する他のグループ等がこれを実力で阻止し、妨害しようとして紛争を起こすおそれがあることを

理由に公の施設の利用を拒むことは、憲法二一条の趣旨に反するところである。しかしながら、本

件集会の実質上の主催者と目されるＧ派は、関西新空港建設反対運動の主導権をめぐって他のグル

ープと過激な対立抗争を続けており、他のグループの集会を攻撃して妨害し、更には人身に危害を

加える事件も引き起こしていたのであって、これに対し他のグループから報復、襲撃を受ける危険

があったことは前示のとおりであり、これを被上告人が警察に依頼するなどしてあるかじめ防止す

ることは不可能に近かったといわなければならず、平穏な集会を行おうとしている者に対して一方

的に実力による妨害がされる場合と同一に論ずることはできないのである。 

 ４ このように、本件不許可処分は、本件集会の目的やその実質上の主催者と目されるＧ派という団

体の性格そのものを理由とするものではなく、また、被上告人の主観的な判断による蓋然的な危険
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発生のおそれを理由とするものでもなく、Ｇ派が、本件不許可処分のあった当時、関西新空港の建

設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきたと

いう客観的事実からみて、本件集会が本件会館で開かれたならば、本件会館内又はその付近の路上 

等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、グループの

構成員だけでなく、本件会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害されるとい

う事態を生ずることが、具体的に明らかに予見されることを理由とするものと認められる。 

   したがって、本件不許可処分が憲法二一条、地方自治法二四四条に違反するということはできな

い。 

五 以上のとおりであるから、原審の判断は正当として是認することができ、その余の点を含め論旨は

いずれも採用することができない。 

 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官園部逸夫の補足意見があるほか、

裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 

  裁判官園部逸夫の補足意見は、次のとおりである。 

一 一般に、公の施設は、本来住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設（地方

自治法二四四条一項）であるから、住民による利用は原則として自由に行われるべきものであり、「正

当な理由」がない限り利用を拒むことはできない（同条二項）。右の規定は、いずれも、住民の利用に

関するものであるが、公の施設は、多くの場合、当該地方公共団体の住民に限らず広く一般の利用に

も開放されているという実情があり、右の規定の趣旨は、一般の利用者にも適用されるものと解され

る。他方、公の施設は、地方公共団体の住民の公共用財産であるから、右財産の管理権者である地方

公共団体の行政庁は、公の施設の使用について、住民・滞在者の利益（公益）を維持する必要がある

か、あるいは、施設の保全上支障があると判断される場合には、公物管理の見地から、施設使用の条

件につき十分な調整を図るとともに、最終的には、使用の不承認、承認の取消し、使用の停止を含む

施設管理権の適正な行使に努めるべきである。 

  右の見地に立って本件をみると、会館の管理権者である市長（本件の場合、専決機関としての総務

部長）が、本件不許可処分に当たって、「その他会館の管理上支障があると認められる場合」という要

件を定めた本件条例七条三号を適用したことについては、法廷意見の挙示する原審の確定した事実関

係の下では、総務部長の判断が不適切であったとはいえず、また、本件会館の使用に関する調整を行

うことが期待できる状況でなかったことも認められる以上、右判断に裁量権の行使を誤った違法はな

いというべきである。 

二 ところで、公の施設の利用を拒否できる「正当な理由」は、さきに述べた公の施設の一般的な性格

から見て、専ら施設管理の観点から定めるべきものであることはいうまでもない。しかし、本件会館

のような集会の用に供することを主な目的とする施設の管理規程については、その他の施設と異なり、

単なる施設管理権の枠内では処理することができない問題が生ずる。 

  本件条例は、会館が自ら実施する各種事業のほか、所定の集会に会館を供すること（同五条各号）、

会館の使用については、市長の許可を要すること（同六条）、使用を不許可としなければならない要件

（同七条各号）を定めている。右の要件の一つとして、七条一号（以下「本件規定」という。）に「公

の秩序をみだすおそれがある場合」という要件があるが、これは、いわゆる行政法上の不確定な法概
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念であるから、平等原則、比例原則等解釈上適用すべき条理があるとはいえ、総務部長に対し、右要

件の解釈適用についてかなり広範な行政裁量を認めるものといわなければならない。しかも、右の要

件を適用して会館の使用の不許可処分をすることが、会館における集会を事実上禁止することになる

場合は、たとい施設管理権の行使に由来するものであっても、実質的には、公の秩序維持を理由とす

る集会の禁止（いわゆる警察上の命令）と同じ効果をもたらす可能性がある。この種の会館の使用が、

集会の自由ひいては表現の自由の保障に密接にかかわる可能性のある状況の下において、右要件によ

り、広範な要件裁量の余地が認められ、かつ、本件条例のように右要件に当たると判断した場合は不

許可処分をすることが義務付けられている場合は、条例の運用が、右の諸自由に対する公権力による

恣意的な規制に至るおそれがないとはいえない。したがって、右要件の設定あるいは右要件の解釈に

ついては、憲法の定める集会の自由ひいては表現の自由の保障にかんがみ、特に周到な配慮が必要と

されるのである。 

  本件条例は、公物管理条例であって、会館に関する公物管理権の行使について定めるのを本来の目

的とするものであるから、公の施設の管理に関連するものであっても、地方公共の秩序の維持及び住

民・滞在者の安全の保持のための規制に及ぶ場合は（地方自治法二条三項一号）、公物警察権行使のた

めの組織・権限及び手続に関する法令（条例を含む。）に基づく適正な規制によるべきである。右の観

点からすれば、本件条例七条一号は、「正当な理由」による公の施設利用拒否を規定する地方自治法二

四四条二項の委任の範囲を超える疑いがないとはいえない（注）。 

  （注） 現に、自治省は、公の施設及び管理に関するモデル条例の中に置くことのできる規定とし

て、「公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を承認し

ないことができる。」という例を示しており、本件規定のような明らかに警察許可に類する規

制は認めていない。 

三 私の見解は、以上のようなものであるところ、法廷意見の三は、本件規定について、極めて限定的

な解釈を施している。私は右のような限定解釈により、本件規定を適用する局面が今後厳重に制限さ

れることになるものと理解した上で、法廷意見の判断に与するものである。 

     最高裁判所第三小法廷 

         裁判長裁判官    大   野   正   男 

            裁判官    園   部   逸   夫 

            裁判官    可   部   恒   雄 

            裁判官    千   種   秀   夫 

            裁判官    尾   崎   行   信 
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資料１０  優先審議報告書「ヘイトスピーチ対策に関する提言（抄）」 

（川崎市人権施策推進協議会 平成 28(2016)年 12 月 27 日） 

取り組むべき事項

≪項目１ 公的施設の利用に関するガイドラインの策定≫ 

 ヘイトスピーチによる市民の被害を防止するため、市が所管する公的施設（公園、市民館等）におい

て、ヘイトスピーチが行われないよう対処する必要がある。 

そのためには条例の制定又は改正をすべきであるが、当面は、各施設の既存の条例の解釈を明確化す

べく、早急に、公的施設の利用に関するガイドラインを策定する必要がある。 

○（別表）ガイドラインに盛り込むべき要素 

 項目 主な内容 

１ 目的 規制対象となる行為、利用制限は必要不可欠な場合であるべき

こと等 

２ 定義 どのような言動がヘイトスピーチに該当するか市民等にわか

りやすく示す 

３ 具体的な解釈 関係する既存の各条例における一般的な制限条項の具体的な

解釈 

４ 具体的な手続き 利用申請から許可・不許可等の決定までの具体的な手続き 

５ 利用制限の種類 「許可」が原則で、「不許可」「警告」「条件付き許可」など 

【協議会の意見】 

・ 公的施設の利用については、憲法及び地方自治法の観点から許可を原則としなけれ

ばならない。

・ しかし、「不当な差別的言動が行われるおそれが客観的な事実に照らして具体的に

認められる場合」については、不許可とすべきである。

・ 上記の判断に際しては、客観的な基準が必要であり、ガイドラインを速やかに策定

する必要がある。

・ ガイドラインには、判断に際して恣意性を疑われないしくみをはじめとした、別表

に示す要素等を盛り込む必要がある。

・ 取り急ぎ、暫定的な対応として、既存の関係条例の解釈を明確化するようなガイド

ラインを策定するよう提言するものである。

・ また、集会・表現の自由を損なわないよう、ガイドラインにおいて規制対象や手続

きを明確にして、慎重に運用しなければならない。
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６ 利用許可の取消 利用許可後にヘイトスピーチが行われることが明らかになっ

た場合の取消手続き 

７ 第三者機関的な 

しくみづくり 

利用制限の恣意的判断を排除するために、市等が意見を聞くし

くみ 

○特に留意すべき点 

 ①「定義」について 

・公的施設の利用は表現の自由によって手厚く保障されるべきものであるから、「利用制限は必要

不可欠な場合に限る」とのより厳格な表現を用いるべきである。 

・規制対象となる行為については、特に明確に定義することが必要であり、「ヘイトスピーチ解消

法」のみならず人種差別撤廃条約上の要請も組み入れるべきである。 

・適法居住要件については、「人権かわさきイニシアチブ」および人種差別撤廃条約の要請を適切

に踏まえた考慮が求められる。 

②「第三者機関的なしくみづくり」について 

・恣意的な判断を避けるため、第三者が関与するしくみが必要不可欠である。 

・現行制度の中で何らかの第三者機関（例えば本協議会の部会等）を設けることを検討し、それが  

難しいようであれば、恣意的な判断をしていないと示すことができる、第三者が関与するしくみ

が必要である。 

③ガイドラインの策定・運用について 

・策定・運用にあたっては、憲法との適合性を損なうことがないよう、慎重に対応することが求め   

られる。 

≪項目２ インターネット上の対策≫ 

 インターネット上のヘイトスピーチによる被害は深刻であり、その解消に向けた対策を、積極的に講

じていく必要がある。 

 具体的には、ＳＮＳを活用した発信や、積極的な削除要請などを行う必要がある。 

【協議会の意見】 

・ 市の多文化共生などの施策や取組等を積極的にＳＮＳで発信していく必要がある。

・ インターネット上のヘイトスピーチに関して、客観的な事実が明らかな場合、積極

的に削除要請を行うべきである。

・ 市民に対して、インターネット上のヘイトスピーチに関して、市に積極的に情報を

寄せてもらうことも必要である。
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○特に留意すべき点 

   ①「ＳＮＳでの発信」について 

   ・既存の取組施策の発信に加え、客観的な事実に基づき、誤っている情報を市が正していくよう

な発信が必要である。 

②「削除要請」について 

・市が国（法務局）と協力して、あるいは、市自らも削除を要請するべきである。 

・また、そうした対応が可能であることについて市民に知らせるとともに、情報を寄せてもらう

取組も行うべきである。 

③対応範囲について 

・川崎市として対応できる範囲を明確にする必要があり、さらなる検討が求められる。（川崎市内

で発生あるいは川崎市民に関すること等） 

≪項目３ 制定すべき条例の検討≫ 

 項目１及び２の対応が早急に求められるが、ヘイトスピーチ対策はそれで終わるものではない。人権

全般を見据えた条例の制定に必要な作業に入るべきである。 

○特に留意すべき点 

・協議会及び部会において、幅広い条例が必要との認識では一致したところであり、具体的な内容

については、ヘイトスピーチ対策を含めた多文化共生、人種差別撤廃などの人権全般にかかるも

のが求められる。 

【協議会の意見】 

・ ヘイトスピーチ対策に特化したものではなく、ヘイトスピーチにつながっていく土

壌に、直接対処する幅広い条例が必要である。

・ 内容については、ヘイトスピーチ対策も含めた多文化共生、人種差別撤廃などの人

権全般にかかるものが想定される。
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審議経過

【第２回人権施策推進協議会】 

開催日：平成 28（2016）年 7月 13 日（水） 

○ 諮問 

（１） 「差別や偏見のない社会を実現するための施策の強化」について 

○審議事項 

（１） 優先審議（ヘイトスピーチ対策に関すること）について 

（２） 多文化共生社会推進指針に関する部会の委員追加について 

（３） 年間スケジュールの変更（案）について 

○報告事項 

 （１） 「人権かわさきライツ基準」の制定について 

（２） 子どもの権利に関する取組について 

 ○その他 

【第１回多文化共生社会推進指針に関する部会】 

開催日：平成 28（2016）年 7月 20 日（水） 

 ○議事 

 （１）部会長の選出 

 （２）優先審議（ヘイトスピーチ対策に関すること） 

 （３）今年度の審議計画について 

 ○報告事項 

 （１）多文化共生社会推進指針に基づく実施状況等について 

 （２）川崎市外国人市民意識実態調査（インタビュー調査）報告書について 

 ○その他 

【第２回多文化共生社会推進指針に関する部会】 

開催日：平成 28（2016）年 8月 10 日（水） 

 ○報告事項 

 （１）前回会議の確認 

 （２）国・県のヘイトスピーチ対策の現状 

 ○議事（ヘイトスピーチ対策に関すること） 

 （１）参考人からの説明及び質疑応答 

 （２）審議 

 ○その他 

【第３回人権施策推進協議会】 

開催日：平成 28（2016）年 9月 7日（水） 
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○報告事項 

（１）他都市状況等について 

（２）部会での審議内容について 

 ○審議事項 

（１）優先審議（ヘイトスピーチ対策に関すること）について 

（２）第３回部会での審議事項の確定について 

○その他 

 （１）かわさきパラムーブメントについて 

【第３回多文化共生社会推進指針に関する部会】 

開催日：平成 28（2016）年 10 月 19 日（水） 

 ○報告事項 

 （１）人権施策推進協議会の報告 

 ○議事 

 （１）公的施設の利用について基準に盛り込むべき要素について 

 （２）インターネット上の拡散の問題への対応について 

 （３）総括 

 （４）協議会への報告について 

【第４回人権施策推進協議会】 

開催日：平成 28（2016）年 11 月 16 日（水） 

○報告事項 

（１）部会での審議状況について 

○審議事項 

（１）優先審議（ヘイトスピーチ対策に関すること）について 

（２）「報告」の骨子（案）について 

○ その他 

 （１） 次回の協議会に向けて 

（２） 人権週間に先立つ啓発活動について 

【正副会長部会長会議】 

開催日：平成 28（2016）年 12 月 7日（水） 

 ○議事 

 （１）優先審議事項に関する報告書（案）について 
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第２期川崎市人権施策推進協議会委員

 平成 28(2016)年 6月 10日現在(敬称略)

氏  名 職 業 ・ 役 職 等

１ 青木
あおき

 幸夫
ゆきお

市民委員

２ ◎阿部
あ べ

 浩
こう

己
き

神奈川大学法科大学院 教授

３ 阿部
あ べ

 孝
たか

明
あき

市民委員

４ 小野
お の

 通子
みちこ

弁護士

５ ○金
かな

澄
ずみ

 道子
みちこ

弁護士

６ 北井
きたい

 大輔
だいすけ

市民委員

７ 酒井
さかい

 道子
みちこ

川崎人権擁護委員協議会 総務

８ 佐藤
さとう

 芳
よし

昭
あき

公益財団法人川崎市老人クラブ連合会 事務局長

９ 関山
せきやま

進
すすむ

公益財団法人川崎市身体障害者協会 理事

10 長妻
ながつま

 郁子
いくこ

川崎市教職員組合 教文部長

11 中野
なかの

 裕二
ゆうじ

駒澤大学法学部 教授

12 ○朴
ぱく

  栄子
よんじゃ

社会福祉法人青丘社 職員

13 星川
ほしかわ

美代子
み よ こ

川崎市民生委員児童委員協議会 常任理事

                       ◎会長、○副会長
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川崎市人権施策推進協議会 多文化共生社会推進指針に関する部会 委員名簿

任期：平成 28年 7 月 20 日～平成 30 年 3 月 31 日 

氏       名 現職 ・ 主 な 活 動 備考 

 小宮山 健治 

 （こみやま けんじ ） 

 前公益財団法人 川崎市生涯学習財団理事長

 坪谷 美欧子 

 （つぼや みおこ ） 

 横浜市立大学国際総合科学部准教授

チャート 出意人 

 （チャート デイビト ） 

 外国人市民代表者会議第８期、第９期代表者社会生活部会長

中野 裕二

(なかの ゆうじ)

 駒澤大学法学部教授 部会長 

裵  重度

(ぺぇ  ちゅんど)

 社会福祉法人 青丘社理事長 

 一般社団法人 神奈川人権センター副理事長 

森下 和子 

(もりした かずこ)

公益財団法人 川崎市国際交流協会 常務理事・事務局長 


